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　この手引きには，本大学院国際関係研究科に在籍する大学院生が知っておかなければ
ならない学則，課程修了や学位に関する事項，科目の履修方法，教務課・学生課・図書
館事務課が取り扱う諸手続，学生生活全般に関する事項が掲載されています。
　研究指導教員の指導のもとに，大学院での充実した研究活動を行うためにこの手引き
を活用してください。
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　日本大学の教育理念は「自主創造」です。日本人としての主体性を認識し，その上でグローバ
リゼーションに対応できる世界的視野で物事を捉え，それぞれが学ぶ領域や活動体験を生かし
「自主創造」の気風に満ちた人材の育成を目指します。

　日本大学は，本学の「目的及び使命」を理解し，本学の教育理念である「自主創造」を構成す
る「自ら学ぶ」，「自ら考える」及び「自ら道をひらく」能力を身につけ，「日本大学マインド」
を有する者を育成する。

日本大学マインド

・日本の特質を理解し伝える力
　日本文化に基づく日本人の気質，感性及び価値観を身につけ，その特質を自ら発信すること
ができる。
・多様な価値を受容し，自己の立場・役割を認識する力

　異文化及び異分野の多様な価値を受容し，地域社会，日本及び世界の中での自己の立ち位置
や役割を認識し，説明することができる。
・社会に貢献する姿勢

　社会に貢献する姿勢を持ち続けることができる。

「自主創造」の３つの構成要素及びその能力

＜ 自ら学ぶ ＞
　・豊かな知識・教養に基づく高い倫理観

　豊かな知識・教養を基に倫理観を高めることができる。
　・世界の現状を理解し，説明する力

　世界情勢を理解し，国際社会が直面している問題を説明することができる。
＜ 自ら考える ＞
　・論理的・批判的思考力

　得られる情報を基に論理的な思考，批判的な思考をすることができる。
　・問題発見・解決力

　事象を注意深く観察して問題を発見し，解決策を提案することができる。
＜ 自ら道をひらく ＞
　・挑戦力

　あきらめない気持ちで新しいことに果敢に挑戦することができる。
　・コミュニケーション力

　他者の意見を聴いて理解し，自分の考えを伝えることができる。
　・リーダーシップ・協働力

　集団のなかで連携しながら，協働者の力を引き出し，その活躍を支援することができる。
　・省察力

　謙虚に自己を見つめ，振り返りを通じて自己を高めることができる。

日本大学の理念

日本大学教育憲章
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　日本大学の教育理念「自主創造」に基づき，「国際関係及び国際文化への正しい理解と深い学
識を基礎として，新たな領域での高度な研究成果を創出することを通じて，国際貢献を行うこと」
を理念とする。

　現在，国際社会はグローバル化が進行する一方で，地域格差の拡大・民族対立や紛争・環境破
壊など様々な問題が深刻化し，複雑な事態に直面している。国際関係研究科では，問題解決の糸
口を探ると同時に，グローバリズムとリージョナリズムの調和を図り，これまでの価値観や研究
手法にとらわれず，学際的な視点と柔軟な発想から，諸問題に対しダイナミックにアプローチで
きる研究者を養成するとともに，国際交流や国際援助を活動の場とする高度専門職業人を養成す
る。
（国際関係研究専攻／博士前期課程）
　世界の各地域における諸問題に対し，政治・経済・法律・開発・環境・情報等の視点から研究
を行う「国際関係」部門と，各国の文化・文学の比較や異文化コミュニケーション等の文化的
フィールドから研究を行う「国際文化」部門の双方の領域を視野に入れ，総合的・学際的なアプ
ローチを試みることにより，専攻分野における研究能力を養い，専門性を要する職業等に必要な
高度の能力を持つ人材を養成する。
（国際関係研究専攻／博士後期課程）
　世界が直面している諸問題は，政治・経済・文化等の複雑な要因から構成されており，これら
の問題に対しては，社会科学・人文科学の成果を結集した総合的・学際的研究が必要である。こ
のような認識のもとに新領域の国際関係研究を確立し，地域研究を行い，国際関係に精通した研
究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有し，
国際社会に貢献できる人材を養成する。

大学院国際関係研究科の教育理念

教育研究上の目的
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（国際関係研究専攻／博士前期課程）
　国際関係及び国際文化並びにその関連学術分野における深い学識を涵養するとともに，専攻分
野における研究能力を身につけるための研究指導を行い，専門性を要する職業等に必要な能力を
持つ人材の育成が目標である。

（国際関係研究専攻／博士後期課程）
　社会科学・人文科学における人類の英知を修得し，国際関係及び国際文化の専攻分野の研究に
おいて，新たな領域の確立及び高度な研究成果を創出できるための研究指導を行うとともに，今
日のグローバル社会の諸問題に対して，広い視野から研究を遂行し，国際社会に貢献できる人材
の育成が目標である。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針，論文審査基準を含む）
　大学院国際関係研究科では，本研究科所定の期間在学し，教育研究上の目的及び教育目標に
沿って設定した所定の修了要件を満たし，かつ，以下に示す１及び２の資質や能力を備えたと認
められ，学位論文については以下に示す３の審査基準を満たした者に，修士（国際学）・博士（国
際関係）の学位を授与する。

　国際関係研究専攻／博士前期課程／修士（国際学）
１　世界の多様な価値観への正しい理解と深い学識により，国際的な視野で物事を捉え，諸

問題に対して考察できる。
２　自己が創出した問題を広く深く考察し，国際関係並びに国際文化に関連する学術分野に

おける深い見識を提示できる。
３　本研究科の修士論文の審査では，先行研究に対する正しい理解を示すとともに，研究成

果を論理的に説明できる能力並びに独創性があることを基準に評価する。なお，最終試験
では，国際関係並びに国際文化に関連する学術分野のうち，自己が専攻する領域において
専門的な知識を有しているかを審査する。

　国際関係研究専攻／博士後期課程／博士（国際関係）
１　社会科学・人文科学における先行研究の成果の正しい理解と深い学識により，国際的な

視野で物事を捉え，諸問題に対して多面的に考察できる。
２　国際関係並びに国際文化に関連する学術分野において，高度な研究成果を創出できる。
３　本研究科の博士論文の審査では，先行研究を踏まえつつも，新規性及び独創性があり，

その学際的な研究成果を論理的に説明できる能力並びに高い倫理性があることを基準に評
価する。なお，最終試験では，学位申請者が今後継続して研究を遂行できる能力を有して
いるか，また，国際関係並びに国際文化に関連する学術分野のうち，自己が専攻する領域
において国際社会に貢献できる高度な専門知識を有しているかを審査する。

大学院国際関係研究科の教育目標

日本大学大学院国際関係研究科教育方針
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カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）
　大学院国際関係研究科では，その教育目標及びディプロマ・ポリシーに基づいた修士・博士の
養成を目指し，国際関係専攻と国際文化専攻の双方の領域を視野に入れ，専攻分野における研究
能力を養い，専門性を要する職業等に必要な高度の能力を持つ人材を養成するため，次のような
方針に基づきカリキュラム（教育課程）を編成する。

　国際関係研究専攻／博士前期課程／修士（国際学）
　深い学識を修得し，国際的な視野で物事を捉え，諸問題に対して考察できる資質や能力を
養うために，国際関係と国際文化の２つの専攻を設置する。国際関係専攻では，政治・経
済・法律・開発・協力・環境・情報等の科目を配置し，高度グローバル化社会の問題解決の
ための理論的思考力を修得する。国際文化専攻では，各地域の文化・表象文化・文学・社会
の比較や異文化コミュニケーション，翻訳の科目等を配置し，我が国並びに他国の歴史，伝
統や世界の多様な文化を尊重し，世界の多様な価値観への正しい理解を促し，より深い学識
を涵養する。この双方の専攻に配置された科目を選択必修としており，総合的・学際的なア
プローチを試みることが可能となる。

　国際関係研究専攻／博士後期課程／博士（国際関係）
　国際関係並びに国際文化に関連する学術分野のうち，自己が専攻する領域の研究において，
深い学識により，国際的な視野で物事を捉え，諸問題に対して多面的に考察でき，新たな領
域及び高度な研究成果を創出できるよう，問題設定能力及び解決能力を養うことを目的とし
て，個別的な「研究指導」を実施する。

アドミッション・ポリシー
　大学院国際関係研究科では，現代の国際社会において伝統的な国際関係学を基礎として，経済
的，政治的あるいは文化的側面等から分析し，横断的かつ学際的な研究活動を行える者を広く求
める。

　国際関係研究専攻／博士前期課程
　専門分野における研究能力または高度な専門性を有する職業などに必要な能力を養うこと
を目指している。そのため，次のような資質や意欲を持つ学生を受け入れるものとする。

１　国際関係並びに国際文化に関連する学術分野の研究において，必要な知識や能力を身に
つけるための努力を惜しまない者

２　国際関係並びに国際文化に関連する問題と自分がもつ問題意識との関係において，学際
性のある研究を行う意欲をもっている者

　国際関係研究専攻／博士後期課程
　専門分野について，高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目指して
いる。そのため，次のような資質や意欲を持つ学生を受け入れるものとする。

１　国際関係並びに国際文化に関連する学術分野の研究を目指し，国際的な視野で物事を考
えることができる者

２　国際関係並びに国際文化に関連する問題について高度な専門性と知識を身に付け，独創
性のある研究を行う意欲をもっている者



― 6 ―

入学前に修得しておくことが望まれる学業内容と水準
　国際関係研究専攻／博士前期課程／修士（国際学）

１　大学卒業レベルを前提として，国際関係並びに国際文化に関連する学術分野における研
究推進のために不可欠な客観的で学際的な知識と能力を修得している。

２　世界の多様な価値観に対して，寛容性を持ち，正しく理解し，複数の言語や表現方法を
用いて発信できる能力を修得している。

　国際関係研究専攻／博士後期課程／博士（国際関係）
１　博士前期課程並びに修士課程修了レベルを前提として，国際関係並びに国際文化に関連

する学術分野の研究において，研究推進のために不可欠な客観的で学際的な知識と能力を
修得している。

２　様々な言語や表現方法を用いて，研究内容を議論できる能力を修得している。
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平成３１年度大学院年間行事予定
日 月 火 水 木 金 土

２０１９年 １ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

２０１９年 １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

４月 上旬 日本学生支援機構奨学金説明会 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

　３日（水） 開講式・ガイダンス ２８ ２９ ３０

　６日（土） 前期授業開始 １ ２ ３ ４

　６日（土）～１６日（火） ＷＥＢ履修登録期間　 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

〃 学位（博士）論文提出の旨，研究指導教員への申出期間 １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

　８日（月） 日本大学入学式（休講） １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２３日（火） 第１回大学院進学説明会 ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

２３日（火）～２５日（木） 平成３１年度『大学院論集』論文投稿申込書提出期間 １

２６日（金） 前期授業料納入最終日 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

下旬 ２０２０年度日本大学大学院海外派遣奨学生募集 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

５月 　６日（月） 月曜授業（こどもの日振替休日） １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

６月 １８日（火）～２０日（木） 平成３１年度『大学院論集』投稿論文原稿提出期間 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

２８日（金） 学位（博士）論文提出届提出締切日 ３０

７月 上旬 学位（博士）論文予備試験 １ ２ ３ ４ ５ ６

１５日（月） 月曜授業（海の日） ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１６日（火）～１８日（木） 平成３１年度大学院生研究発表会及び博士前期課程「研究指導Ⅱ」 １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

受講者学内発表会テーマ票提出期間 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２７日（土） オープンキャンパス（休講） ２８ ２９ ３０ ３１

２９日（月） 前期授業終了 １ ２ ３

８月 　２日（金） 夏季休暇開始 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

下旬 在学生成績表・後期授業料納付用紙等郵送 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

９月 １８日（水） 夏季休暇終了 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ２０ ３１

【後　学　期】 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

９月 １９日（木） 後期授業開始 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

２３日（月） 月曜授業（秋分の日） １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２５日（水）～２７日（金） 平成３１年度大学院生研究発表会及び博士前期課程「研究指導Ⅱ」 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

受講者学内発表会要旨提出期間 ２９ ３０

２６日（木） ９月修了伝達式 １ ２ ３ ４ ５

３０日（月） 後期授業料納入最終日　 ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

１０月 　４日（金） 創立記念日（休校） １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

１０日（木） 大学院国際関係研究科一般入学試験（第１期） ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

１４日（月） 月曜授業（体育の日） ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

１９日（土） 平成３１年度大学院生研究発表会及び博士前期課程「研究指導Ⅱ」 １ ２

受講者学内発表会 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

２５日（金） 富桜祭準備（休講） １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

２６日（土） 富桜祭（休講） １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

２７日（日） 富桜祭（休講） ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

２８日（月） 富桜祭片づけ（休講） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１１月 　４日（月） 月曜授業（文化の日振替休日） ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

２３日（土） 土曜授業（勤労感謝の日） １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２６日（火） 第２回大学院進学説明会 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９日（金） 学位（博士）論文提出締切日 ２９ ３０ ３１

１２月 ２３日（月） 年内授業終了 ２０２０年 １ ２ ３ ４

２４日（火） 冬季休暇開始 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１月 　９日（木） 冬季休暇終了 １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１０日（金） 授業再開 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

１０日（金）～１４日（火） 学位（修士）論文提出届提出期間 ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

１８日（土） 大学入試センター試験（休講） １

中旬 学位（博士）最終試験（口述） ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

中旬 平成３１年度『大学院論集』発刊（予定） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

２０日（月）～２１日（火） 学位（修士）論文提出期間 １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

２８日（火） 後期授業終了 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

２月 　６日（木） 学位（修士）最終試験 1 ２ ３ ４ ５ ６ ７

１２日（水） 大学院国際関係研究科一般入学試験（第２期） ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

３月 　７日（土） 修了決定者発表 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２５日（水） 日本大学卒業式・学位記等伝達 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

下旬 在学生成績表・次年度授業料納付用紙等郵送 ２９ ３０ ３１

※　上記予定は変更となる可能性がありますので，各自国際研究室又は教務課で確認してください。

平成３１年度　大学院年間行事予定（案）

【前　学　期】

１１月

５月

7月

６月

４月

８月

１０月

３月

１月

９月

２月

１２月
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１　授業時間
　授業時間は原則として月曜日から土曜日まで次のとおりです。

１時限 　９：００　～　１０：３０
２時限 １０：４５　～　１２：１５
３時限 １３：００　～　１４：３０
４時限 １４：４５　～　１６：１５
５時限 １６：３０　～　１８：００
６時限 １８：１５　～　１９：４５

２　休講措置
　【個々の授業の休講】
　やむをえない理由で授業が休講となる場合は，原則として掲示によって連絡します。休講掲
示は正門掲示板及び三島駅北口校舎掲示板（２階）に掲示しますので確認してください。また，
UNIVERSAL�PASSPORT でも確認できます。（ｐ．９参照）
　事前に連絡がなく，授業開始時刻から３０分を過ぎても担当教員が教室に来ない場合は，講
師室又は国際研究室に問い合わせて指示を受けてください。
　【一斉休講】
　天候悪化（※１）や交通機関の乱れ（※２）により，国際関係研究科すべての授業が休講と
なる場合があります。UNIVERSAL�PASSPORT でお知らせいたしますので，各自確認するよ
うにしてください。なお，以下の時間を目安に休講の連絡を掲載します。

※１　気象庁による気象警報発令に基づき，自動的に休講となるものではありません。
※２　�交通機関の乱れとは，数時間以上の運転見合わせやストライキを想定しています。　

ＪＲ東海道新幹線及びＪＲ東海道本線を対象とします。

　東海地方を中心とする大規模な地震の発生が予想される時，気象庁所管の「地震防災対策
強化地域判定会」が招集され，状況により「警戒宣言」が発令されます。判定会が招集され
たことを確認した時点で休講とします。

３　補　　講
　やむをえず休講となった授業は，担当教員の指定する日時に補講を行います。補講について
は，UNIVERSAL PASSPORT 及び三島駅北口校舎２階教務課掲示板で確認してください。

４　教室変更
　学校行事又は担当教員の指示により，教室を変更することがあります。教室変更については
UNIVERSAL PASSPORT，教務課（15号館１階）前の掲示板及び三島駅北口校舎２階教務課
掲示板で，確認してください。

授　　　　業

１・２時限の休講に関する情報：休講当日午前６時
３時限以降の休講に関する情報：休講当日午前９時
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　大学院国際関係研究科では休講情報等が以下のとおりインターネット及び携帯電話から，
UNIVERSAL PASSPORT で確認することができます。
（大学院は受講生が少人数のため，できるだけ講義担当者との連絡を密にしてください。）

１ 掲��載��内��容　①休講情報
　　　　　　　　 ②教室変更情報
　　　　　　　　 ③そ の 他（お知らせ／呼び出しなど）

２ アクセス媒体　①パソコン
　　　　　　　　 ②携帯電話

３ 利用するまでの準備
　入学時の開講式で配付されるユーザ ID とパスワードでログインしてください。ユーザ ID とパス
ワードは履修登録の際にも使用しますので，大切に保管してください。

４ アクセス方法
　国際関係学部ホームページ（https://www.ir.nihon-u.ac.jp）トップ画面にあるUNIVERSAL�
PASSPORT からログインし，「休講・補講・教室変更」を確認してください。

５　利用にあたっての注意事項

インターネット・携帯電話を利用した休講情報

 

● �UNIVERSAL PASSPORTで掲載内容を見る場合は，ポップアップブロックを解
除しないと見られません。パソコンや携帯電話のブラウザの設定を変更してください。
●大学への直接の電話による問い合わせは控えてください。
●自分のパスワードを他人に知られないようにしてください。
●�パスワードを忘れてしまった場合は，教務課（15号館１階）で学生証を提示し，パス
ワード参照を申し出てください。
●�ネットワーク障害時やメンテナンス時は利用できません。その場合，ログイン画面
下部に掲載します。
�　一度のアクセスでつながらない場合がありますので，時間をおいてアクセスしてく
　ださい。
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休　学
１　休学については，学則で次のとおり定められています。
　①　�休学とは，病気その他やむを得ない事由により，３か月以上修学できない状態のことをいう。

（学則第２５条第１項）
　　　�休学しようとする者は，その事実を証明する書類を添え，保証人連署で願い出て，その許

可を得て原則として入学年度を除き，休学することができる。ただし，入学年度の後学期
については，修学困難な事由の場合は認めることがある。（学則第２５条第３項）

　②　�休学期間は，１学期又は１年とし，通算して在学年数の半数を超えることができない。（学
則第２５条第４項）

　③　�休学者は，その事由が解消された場合，保証人連署で願い出て，許可を得て復学すること
ができる。（学則第２５条第５項）

　④　休学者は，学期の始めでなければ復学することができない。（学則第２６条）
　⑤　休学期間は，修業年数に算入しない。（学則第２７条）
２　休学の手続き

３　授業料について
　①�「学費の取扱いに関する要項」に基づき，授業料その他所定の学費が，次のように減額されます。
　　⑴ �５月３１日までにその学年の休学を願い出た者は，当該年度の前学期分及び後学期分を

徴収しない。
　　⑵ �６月１日から１１月３０日までの間に，その学年の休学を願い出た者は，当該年度の後

学期分を徴収しない。
　　⑶ ５月３１日までに前学期の休学を願い出た者は，当該年度の前学期分を徴収しない。
　　⑷ １１月３０日までに後学期の休学を願い出た者は，当該年度の後学期分を徴収しない。
　②　�学費を徴収されなかった者からは，徴収されない学期ごとに，休学在籍料として６万円を

徴収する。
　③　�授業料納入後に休学を許可された者の前項各号に該当する納入超過分については返還され

ます。ただし，上記に減額措置を受けた者が，休学期間中に退学などにより学籍を失った
場合，返還されません。

各　種　届　様　式

■休学願提出上の注意

・「休学願」の用紙は，教務課で受け取って
ください。

・「休学願」には，病気その他の事実を証明
する書類（医師の診断書等）を添付してく
ださい。

・本人欄には，本人が署名・捺印し，保証人
欄には，保証人が署名・捺印してください。
筆跡や印鑑が同じ場合は受理できません。

・「休学願」は，本人が研究指導教員と専攻
主任の認印を得て，教務課に提出してくだ
さい。病気その他の理由により，本人が研
究指導教員と専攻主任の認印を得られない
場合は，事前に教務課に連絡してください。
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復　学
１　復学については，学則で次のとおり定められています。
　①　復学とは，休学期間満了によって，再び修学することをいう。（学則第２５条第２項）
２　復学の手続き

休学者には，休学期間が満了する学期末に「復学願」を送付しますので，指示にしたがって所
定の期日までに教務課に提出してください。
※�休学中は，修了日（３月２５日）においても休学期間中のため復学することができません。

よって，休学中は，修了することができません。

退　学
１　修業年限・退学・除籍・懲戒については，学則で次のとおり定められています。
　①　修士課程の標準修業年限は２年とする。（学則第１０５条第６項）
　②　�病気その他やむをえない事由のため，退学しようとする者は，その事実を証明する書類を

添え，保証人連署で所属の研究科長に退学願を提出して，許可を受けなければならない。
（学則第２８条）

　③　�故なくして３か月以上学費の納付を怠った者は，これを除籍することができる。（学則第
３０条）

　④　故なくして欠席が長期にわたる者は，これを除籍することができる。（学則第３１条）
　⑤　懲戒は，退学・停学及び訓告の３種とする。
　　　前項の退学は次の各号の一に該当する者について行う。
　　　　　⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
　　　　　⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
　　　　　⑶ 正当の理由がなくて出席常でない者
　　　　　⑷ 大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者
　　　懲戒の手続に関する規定は，別に定める。
　　　　　　　（学則第７７条）
２　次に該当する場合は，「退学願」の提出を促すことがあります。
　①　故なくして３か月以上学費の納付を怠った者
　②　学力劣等で成業の見込みがないと見込まれる者
３　退学の手続き

平成 年 　 月 日

日本大学大学院国際関係研究科長　殿

年

[学生番号 ]

平成 年 月 日

他校入学（学校名　　    　　　　　　　）　

（〒 － ）

TEL

教務課

E-mail

研
究
指
導
教
員
所
見

専攻主任 研究指導教員

国際関係研究科博士前期課程

（平成

不本意入学 就職 その他

理由詳細

３　連絡先

住所

２　退学理由　※該当する項目にㇾ印をつけてください

勉学意欲喪失 経済的理由

学生生活継続困難 家庭の事情 本人の健康上の理由

保証人（父母）氏名 印

　　　わたくしは，下記のとおり退学させていただきたいので，
ご許可くださるよう保証人連署をもってお願いいたします。

記

１　退学期日

退　　学　　願

本 人 氏 名 印

年入学）

■退学願提出上の注意

・「退学願」の用紙は，教務課で受け取って
ください。

・「理由詳細」欄には，「退学理由」で 印を
つけた事項について，そこに至った背景を
可能な限り詳細に記入してください。

・「退学願」には病気その他の事実を証明す
る書類（医師の診断書等）を添付してくだ
さい。

・本人欄には，本人が署名・捺印し，保証人
欄には，保証人が署名・捺印してください。
筆跡や印鑑が同じ場合は受理できません。

・「退学願」は，本人が研究指導教員と専攻
主任の認印を得て，学生証と一緒に教務課
に提出してください。病気その他の理由に
より，本人が研究指導教員と専攻主任の認
印を得られない場合は，事前に教務課に連
絡してください。

・退学の期日により，学費の取り扱いが異な
りますので，事前に教務課に問い合わせて
ください。
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学 業 成 績
大学院国際関係研究科では成績評価にＧＰＡ制度を採用しています。学業成績は１００点満点の
点数で評価され，６０点以上が合格，それに満たないものは不合格になります。合格した授業科
目については，所定の単位数が付与され，成績表には，次のとおり表示されます。

素点 １００点～９０点 ８９点～８０点 ７９点～７０点 ６９点～６０点 ５９点～０点 － － －
成績 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｐ Ｎ
係数 ４ ３ ２ １ ０ ０ － －

１　授業科目の成績評価は，筆記試験・口述試験・研究報告もしくはこれらの併用によって�
行います。

２　授業の出席時間数が３分の２に満たない場合は，原則として単位は付与されません。

ＧＰＡは，修得した授業科目の単位数にグレードポイント（上記係数）を乗じ，その合計（ポイ
ント数）を履修単位数の合計で除して算出したものです。（【ＧＰＡ計算例】参照）成績「Ｓ」，
「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」を合格とし，合格科目には所定の単位が付与されます。「Ｄ」は不合格とし，
不合格科目の単位は付与されません。また，この他に「Ｅ」は履修登録をしたが，評価自体に値
しないもの，「Ｎ」は外国の大学に留学し修得して認定された科目です。「Ｐ」は，履修中止手続

（p.25）をした成績です。なお，成績証明書には「Ｄ」，「Ｅ」，「Ｐ」の表記はされません。

〈参考〉【ＧＰＡ計算例】
授業科目名（単位数）　　　　　　　　 評価　　ポイント数（単位数×係数）
国際関係研究Ａ１（２単位）　　　　　　Ａ　　　　�２×３＝　６
国際関係研究Ａ２（２単位）　　　　　　Ｓ　　　　�２×４＝　８
国際法研究Ｂ１　 （２単位）　　　　　　Ｂ　　　　�２×２＝　４
国際法研究Ｂ２　 （２単位）　　　　　　Ｃ　　　　�２×１＝　２
地域経済研究Ａ１（２単位）　　　　　　Ａ　　　　�２×３＝　６
地域経済研究Ａ２（２単位）　　　　　　Ｐ　　　　�２×０＝　０
地域文化研究Ａ１（２単位）　　　　　　Ｄ　　　　�２×０＝　０
地域文化研究Ａ２（２単位）　　　　　　Ｃ　　　　�２×１＝　２
外国文献研究Ｃ１（２単位）　　　　　　Ｂ　　　　�２×２＝　４
外国文献研究Ｃ１（２単位）　　　　　　Ａ　　　　�２×３＝　６
研究指導Ⅰ　　 　（４単位）　　　　　　Ｓ　　　　�４×４＝１６

合計 ①　（２４単位）　　　　　　　　　　　　　　　 　② ５４
　　　　　ＧＰＡ ＝ ② ÷ ① 　→ ５４ ÷ ２４ ＝ ２．２５

※１　ＧＰＡは小数点以下第３位を四捨五入し，小数点以下第２位までを有効とします。
※２　評価「Ｐ」，「Ｎ」はＧＰＡに算入されません。
※３　�評価「Ｄ」，「Ｅ」はＧＰＡに算入されます。ただし，その科目を再履修した場合のみ評価

は上書きされ，以前の評価はＧＰＡに算入されません。
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修 了 判 定
大学院国際関係研究科分科委員会における学位論文審査により修了が決定します。修了者発表日
に学位記伝達案内状を保証人宛に発送し，正門掲示板にも修了者の学生番号を掲示します。

国際関係学部科目の聴講・履修
１　聴講
　　科目担当教員の了承を得て，国際関係学部の授業科目を聴講できます。ただし，聴講した授
　　業科目は修了に必要な単位数として算入できません。
　　

２　科目等履修生
　　�中学校及び高等学校の教育職員「英語」の免許状を必要とする者は，国際関係学部の科目等

履修生として，教職課程等授業科目の単位を修得することができます。科目等履修生は，履
修した授業科目について，試験を受けることができ，試験に合格した者には，所定の単位が
付与されます。教員免許を取得するための手続きの詳細は，教務課に問い合わせてください。

　　①　出願期間　２月中旬～３月上旬予定（詳細は，教務課に問い合わせてください。）
　　②　聴 講 料　１単位につき５, ０００円（外国語科目・演習等は１単位につき１０, ０００円）
　　③　提出書類　⑴　科目等履修生入学志願票
　　　　　　　　　⑵　大学の卒業証明書
　　　　　　　　　⑶　大学の成績証明書
　　④　提 出 先　教務課

特別講義（大学院）
大学院国際関係研究科では，国内外の著名な研究者等を招へいして，特別講義（大学院）を実施
します。日時・場所・講師・演題等は，その都度掲示等により連絡しますので，積極的に聴講し
てください。

大学院国際関係研究科分科委員会
大学院国際関係研究科分科委員会は，国際関係研究科の授業科目を担当する専任教員をもって組
織し，本委員会は，次の事項を審議し，学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとします。
　①　学生の入学及び課程の修了に関すること。
　②　学位論文の審査及び学位の授与に関すること。
　③　�前２号に掲げる事項のほか，教育研究に関する重要な事項で，分科委員会の意見を聴くこ

とが必要なものとして学長が定める事項
（学則第１１０条，第１１３条）

日本大学大学院相互履修
日本大学大学院の他研究科の科目を履修できる制度です。他研究科の相互履修科目表は教務課で
確認し，希望者は申し出てください。

基礎学力の向上についてのガイドライン
・�博士前期課程に在学する大学院生の研究指導教員は，博士前期の所要の課程を修了する

ための専門基礎能力の向上が必要と判断した場合，当該大学院生に対し国際関係学部に
設置されている授業科目の聴講を求めることができる。

・�第一外国語に関しては，課程を修了するために必要な最低基準（英語の場合は英検準１
級，その他外国語の場合はこれに準ずるレベル）を満たしていない大学院生は，この基
準をできるだけ早期に達成することが求められる。博士前期課程に在学する大学院生の
研究指導教員は，このために必要と判断した場合，当該大学院生に対し国際関係学部に
設置されている授業科目の聴講を求めることができる。
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外国の大学院科目の履修
在学中，国際関係研究科分科委員会が本人の教育上有益と認めた場合に限り，「休学することな�
く，外国の大学に留学」することができます。留学期間は，最低修業年数の半分を限度とし，留
学※期間は，修業年数に算入します。
　※本案件における留学の定義：大学院国際関係研究科分科委員会で許可を得たもの
その場合，修得単位のうち合計１０単位を超えない範囲で，修了するために必要な単位数に算入
することができます。ただし，事前に研究指導教員及び国際関係研究科長の許可を得ることが必
要です。
（学則第１１７条第６項抜粋）

１　休学することなく外国の大学院に留学を希望する人は，『海外留学願』に次の書類を添えて，
留学の２か月前までに教務課に提出してください。

　　　①　留学先の大学院が入学の受入を許可した書類及び入学申請書類一式（写）�外国語　１部
� 和　訳　１部
　　　②　留学先の大学院の概要を記載した書類（写）外国語　１部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和　訳　１部
　　　③　留学中の研究計画書　１部

２　外国の大学院で修得した単位は，帰国後速やかに，『海外留学修得単位認定願』に次の書類
を添えて教務課に提出してください。

　　海外の大学院成績証明書（写）外国語　１部
　　　　　　　　　　　　　　　　和　訳　１部

３　研究指導及び特別研究指導

休学することなく外国の大学院に留学することを許可された場合は，留学中も継続して研究
指導教員の指示に従い，学位論文作成のための指導を受けてください。また，出国前に履修
登録を行ってください。

４　修士論文の提出及び最終試験

修了年度に海外留学する場合は，定められた日時に修士論文を提出し，最終試験（外国語及
び口述試験）を受けなければなりません。特別の理由があり，この日時に修士論文が提出で
きなかったり，最終試験が受けられない場合は，事前に大学院分科委員会の承認を得なけれ
ばなりません。

５　その他海外留学については，ｐ．６９「大学院における海外留学の取扱い」を参照してくだ
さい。
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履 修 登 録 の 流 れ

＜履修する科目のチェック＞

｢大学院履修の手引き｣とUNIVERSAL PASSPORTの｢シラバス｣・｢時間割表｣でチェック

授業開始：４月６日（土）～

＜WEB履修登録期間＞

４月６日（土）～４月１６日（火）

※�午前３時から午前５時３０分までは，メンテナンス時間のため，登録できません。

時間割表を各自印刷し，自分が履修登録した内容を確認

登 録 終 了 教務課で相談 疑問があれば�

＜研究指導教員による個別指導＞

４月６日（土）～４月１６日（火）

時間割表を各自印刷し，
研究指導教員の指導を
受け承認を得てくださ
い。

研究指導教員に承認を得た時間割表を教務課に提出

４月１６日（火）　≪厳守≫

終了
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１　UNIVERSAL PASSPORTとは
　「UNIVERSAL PASSPORT（以下 UNIPA）」とは，休講情報等を確認したり，履修登録や
成績確認等を行うことができるシステムです。
「これからの学生生活，どのような科目を履修するのか？」から始まり，「どのようなキャン
パスライフを送るのか？」キャンパスライフ全体を通じて活用してください。

２　UNIPA使用時の注意
　UNIPA での履修登録は，必ずパソコンで行ってください。推奨ブラウザはUNIPA トップ
ページに表示されています。スマートフォン，タブレットでの登録は推奨していません。

　　※利用するにあたっては，以下のことに注意してください。

〈使用上の注意〉
●情報処理教室及び情報処理自習室に設置されている公共パソコンを使用する場合

は，指導員の指示に従ってください。もし，操作方法が分からなくなった場合は，
必ず指導員に相談してください。

●必ず登録期間内に履修登録を完了させてください。また，各学年の履修登録最終
日は混雑が予想されるため，できる限り早めに登録をしてください。

●公共パソコンは長時間占有しないでください。
●公共パソコンの設定を無断で変更しないでください。
●パスワードは，他人に教えないでください。パスワードを忘れた場合は，本人が

教務課に学生証を持参し，パスワード参照を申し出てください。
　※パスワードの発行には時間がかかる場合があります。
〈操作上の注意〉
●公共パソコンに勝手にアプリケーションをインストールしたり，ダウンロードし

たりしないでください。
●ブラウザの［戻る］［進む］ボタンは使用しないでください。誤作動の原因にな

ります。「UNIPA」のボタンでページ移動をしてください。
●「UNIPA」が表示されない等のトラブルが発生した場合は，教務課まで申し出て

ください。
●一定時間操作を行わないとタイムアウトになり，最初から作業をやり直すことに

なりますので，注意してください。

履修登録方法
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３　事前準備
　　UNIPA で履修登録する前に必ず以下の準備を行ってください。

①ユーザＩＤ，パスワードの確認をしましょう。忘れてしまった場合は，教務課で学生証を提
示し，パスワード参照を申し出てください。

②履修登録する前に受講希望の授業を事前にシラバス等で参照し，UNIPA からダウンロード
した時間割表に受講希望科目を記入して時間割表を完成させ，研究指導教員に履修内容を確
認してもらい，UNIPA で登録してください。
※シラバス（授業計画）は，UNIPA で閲覧できます。

③準備ができたら，早速履修登録をはじめましょう。
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４　履修登録を行う

４－１　UNIPAにアクセスする
　①日本大学国際関係学部のホームページにアクセスする。https://www．ir．nihon-u．ac．jp

※ポップアップブロックの画面が表示された場合は，下図のメッセージ部分をクリックし，［こ
のサイトのポップアップブロックを常に許可（A）］を選択してください。

　② UNIPA をクリックする。
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　③「User ID」と「PassWord」を入力してください。

【注意】
パスワードを忘れてしまった場合は，教務課にて学生証を提示し，パスワード参照を申
し出てください。
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４－２　履修登録画面を開く
　①メインメニューの「履修登録」をクリックします。
　　※履修登録期間を過ぎると履修登録のメニューをクリックしても機能しません。

　②「次へ」をクリックし，学籍情報変更申請，アンケート回答後，履修登録へ進みます。
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４－３　履修登録を行う
　各曜日，時限ごとに「選択」ボタンをクリックすると，履修可能な科目が表示されます。

４－４　履修科目を選択する
　履修したい科目を選択します。

【例】木曜日１時限目の履修登録をする場合
木曜日１時限目の「選択」をクリックして，　
032104　比較文化研究Ｄ１【標準コース】【高塚　浩由樹】 にチェックをつけて「確定」をク
リックすると
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下図のように時間割表に反映されます。

※授業時間割表の検索
メインメニューの「時間割」→「授業時間割表」で全時間割を検索することができます。

履修登録は，前期と後期で分けて登録作業を行います。通年科目を登録する場合は前期
で登録になりますので注意してください。

【注意点】
①�画面に表示されている授業が，すべて履修できるわけではありませんので，「履修可能年次」

等カリキュラム内容を十分に確認した上で選択してください。
②クラス名は表示されません。授業コード及び教員名を確認し選択してください。
③�前期と後期に分けて登録を行ってください。通年科目を登録する場合は前期で登録をして
ください。通年で登録した曜日時限に後期科目を登録するとエラーになります。

④�同一授業コードで週２回開講されているセメスター授業については，必ず両方の時間帯を
選択してください。

⑤�履修登録中は，アクセス状況により画面表示の応答時間が遅くなる場合があります。その
場合は，しばらく時間をおいてからアクセスしてください。また，［確定］ボタンの連打
はエラーを引き起こす恐れがあるため絶対に行わないでください。
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４－５　学位論文・集中講義の登録方法
　登録画面を下にスクロールすると「集中講義」「実習」の選択枠があります。

集中講義の「選択」をクリックすると，下図のような受講可能な科目が表示されます。チェッ
クマークを入れて「確定」ボタンをクリックすると，時間割表に反映されます。

【注意点】

学位論文等の集中講義に設置されている科目は，必ず履修登録してください。

履修登録が完了されなければ成績評価が得られなくなります。
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４－６　履修登録授業を確定する
履修する授業をすべて選択したら，前期時間割表の右上にある「チェック」をクリックしま
す。「チェックを開始してよろしいですか。」とメッセージが表示されたら「ＯＫ」をクリッ
クして登録内容を確認します。

エラーがなければ，下図のように「エラーはありません」と表示されますので，「確定」ボ
タンをクリックします。「確定してよろしいですか」とメッセージが表示されたら「ＯＫ」
をクリックします。



― 24 ― ― 25 ―

下図のように前期と後期の時間割表が作成されました。「印刷実行」ボタンをクリックすると
印刷ができます。印刷した「学生時間割表」は，その学年が終了するまで，大切に保管してく
ださい。

時間割表を閉じると，下図のように「履修登録が完了しました」と表示されます。

以上で，履修登録は完了です。学生時間割表はいつでも参照したり，印刷することができます。
メインページの「時間割」→「学生時間割表」で参照できます。

登録完了後は，必ずログアウトし，利用したブラウザを終了させてください。ブラウザを開い
たまま席を離れると，他人に情報を改ざんされる恐れがあります。
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※エラーが表示される場合

「登録内容にエラーがあります。（こちらより内容を確認できます。）」をクリックします。
下図のようにエラー内容が表示されますので，確認して修正してください。

【注意点】
①�履修登録期間中，教務課では別システムにて再度詳細な「履修チェック」を行います。そ

のため履修エラーが発生することがありますので，必ず履修登録期間内に「履修登録」画
面にてエラーが出ていないかを確認してください。また，エラーの内容により，掲示にて
呼び出しを行うことがありますので注意してください。

②�履修登録時や登録内容を修正する際には，必ず「履修登録が完了しました。」と表示される
まで操作してください。

４－７ 履修中止制度 
 
 履修中止制度とは，定められた期間内に申し出ることで履修登録を完了した科目の履修中止
をすることができる制度です。授業を受けてみたものの内容が学びたいものと違った場合や授
業についていけるだけの知識が不足していた場合など，そのままでは単位の修得が難しい場合
に，不合格（Ｄ）評価によって，ＧＰＡが下がるのを回避することを目的としています。履修
中止をした科目は「Ｐ」と評価され，ＧＰＡには算入されません。 
 履修中止手続の詳細については，履修登録期間終了後にＵＮＩＰＡにて周知します。 
 
【履修中止手続の留意点】 
 ①履修を中止した科目は，いかなる理由があっても履修中止の申請を取り消して，年度内に

履修を復活させることはできません。 
 ②履修を中止した科目分の単位を他の科目で追加して履修登録することはできません。 
 ③履修を中止した科目を次年度に再度履修登録することは可能です。 
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大学院リーディングルーム
　本大学院生のために，１３号館４階に大学院リーディングルームが用意されています。室内は
博士前期課程と博士後期課程のスペースに区切られ，自習用机・パソコン・プリンター・スキャ
ナー・ロッカーが設置されています。大学院リーディングルームの管理はすべて大学院生に任さ
れています。

大学院院生会
　本大学院研究科の大学院生で組織する「大学院院生会」は，大学院生研究発表会などの行事を
委員長を中心に自主的に運営するもので，大学院生相互の交流を深めています。

正門掲示板（正門横掲示）
　掲示板には，全学生共通事項（教務・学生・就職・図書館事項，研究機関からの事務連絡等）
が随時掲示されていますので，必ず確認するようにしてください。また，緊急の場合はメール，
電話による連絡や，大学院リーディングルームに掲示連絡をする場合もあります。

情報処理自習室
　１５号館３階１５３３Ｂ自習室及び三島北口校舎５階Ｎ５１０情報処理教室（授業がない時限
のみ）を自習室として利用することができます。利用時間は以下のとおりです。

【使用可能時間】１５３３Ｂ自習室　平　日 ９時～１７時
　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日 ９時～１３時
　　　　　　　　Ｎ５１０情報処理教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　平　日 ９時～２０時（ただし，授業がある時限は除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日 ９時～１３時（ただし，授業がある時限は除く）

教 務 課 15 号 館 １ 階

１　履修登録
２　入学・休学・退学・復学等の手続き
３　在学・成績・修了見込等証明書発行・学生証発行
４　海外留学に関すること�（国際教育センター）�
５　日本大学大学院海外派遣奨学生に関すること
６　大学院論集発刊に関すること
７　大学院諸行事に関すること

学 生 課 13 号 館 １ 階

１　学生旅客運賃割引証・健康診断証明書・通学証明書の発行
２　各種奨学金に関すること
３　アパート・下宿・アルバイトに関すること
４　厚生施設に関すること
５　その他学生生活に関すること

会 計 課 本 館 １ 階 　　学費に関すること
就 職 指 導 課 三島駅北口校舎２階 　　就職に関すること

図書館事務課 図 書 館
１　図書の閲覧・貸出し
２　インターネット・視聴覚資料の利用
３　他図書館との相互利用
４　学位論文の閲覧・仮製本

研 究 事 務 課 本 館 ３ 階 　　大学院研究助成金に関すること

学生生活及び各種施設案内

事 務 取 扱 い 窓 口
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以下の証明書は証明書自動発行機で発行することができます。
１　設置場所　　15号館１階，三島駅北口校舎１階
２　取扱証明書　�修了見込証明書・成績証明書・単位修得見込証明書・在学証明書・仮学生証

（試験受験用）・健康診断証明書・学割証
３　利用時間　　平　日　９時～１７時
　　　　　　　　土曜日　９時～１３時
　　　　　　　　※�日・祝日・創立記念日（１０月４日）は利用できません。
　　　　　　　　※春季・夏季・冬季休暇期間については取扱い時間を変更する場合があります。
　　　　　　　　※月に１度，１時間程度，業務上の都合により使用できない場合があります。
４　学生証及び暗証番号
　　　　　　　　�証明書自動発行機を利用する際には，学生証が必要です。また，パスワード６

桁を入力する必要があります。パスワードはUNIPA と同様です。

種　　　　類 手　数　料 取　　　扱 発　行　日 所　　　管
修 了 見 込 証 明 書 　 １００円

証 明 書

自 動 発 行 機
即　　日

教 務 課
成 績 証 明 書 　 ２００円
単 位 修 得 見 込 証 明 書 　 ２００円
在 学 証 明 書 　 １００円
仮学生証（試験受験用） 　 ３００円
健 康 診 断 証 明 書 　 １００円

学 生 課
学 割 証 無料
修 了 証 明 書 　 ２００円

教 務 課

即　　日

教 務 課
退 学 証 明 書 　 ２００円
学 生 証 再 発 行 １，０００円 申し込み日の翌日
英文証明書（１枚目）　　
　　同　　（２枚目以降）

　 ６００円
　 ２００円 申し込み日から

約１週間
英 文 健 康 診 断 証 明 書 　 ６００円

学 生 課 学 生 課
通 学 証 明 書 無料 即日
推 薦 書 無料 就 職 指 導 課 申し込み日の翌日 就 職 指 導 課

� （２０１９年４月現在）

　　※�大学院博士後期課程在学者で修了見込証明書及び成績証明書の発行を希望する場合は教務
課へ問い合わせてください。

　　※�大学院博士後期課程修了者で「学位授与証明書」の発行を希望する場合は教務課へ問い合
わせてください。（申込日から約１０日間かかります。）

各　種　証　明　書

■大学院修了後の証明書の申込み方法
修了証明書，成績証明書は教務課窓口で発行します。
郵送で申し込む場合には，必要事項の記入等，所定の手続に従い申込んでください。
詳細は日本大学国際関係学部ホームページにて確認してください。
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当図書館は現在，約４１万冊（和書約２９万冊，洋書約１２万冊）の図書及び１，３３３種類の
学術雑誌を所蔵しています。また，全国でも数少ない国連寄託図書館，ＥＵ情報センターとして
指定されている国際機関資料室を併置しています。同室には経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）や国
際協力に関する資料も設置されています。

入　館
入館する際は，学生証が必要になります。

利用時間と休館日
平日は９時～２０時，土曜日は９時～１７時です。休館日は日曜，祝日，本学創立記念日，夏・
冬期休暇中の一定期間等です。（変更がある場合は，掲示にてその都度連絡します。）

利用と貸出しについて
図書を探すときは，ＯＰＡＣで検索してください。著者及び書名等から探すことができます。�
また，オンラインでの図書貸出予約・延長もできます。
（ＯＰＡＣは図書館のホームページの簡易検索窓からアクセスしてください。
　http://irlib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0&smode=1）
館内は開架式となっており，一部を除いて書庫内を自由に閲覧できます。図書帯出の際は，学生
証を添えて図書とともにカウンターに提出してください。
図書は２０冊以内９０日まで，雑誌は最新号を除き５点以内当日のみ借りることができます。貴重書，
辞（事）典，年鑑，白書，指定図書，学位論文，視聴覚資料及び新聞の貸出しはできません。
視聴覚資料は，ＣＤ，ビデオテープ，ＤＶＤ及びＣＤ－ＲＯＭを，１階閲覧室で利用することが
できます。視聴覚資料利用票に必要事項を記入し，学生証を添えてカウンターに提出してくださ
い。
　なお，学位論文を閲覧する際は，事前に研究指導教員からの指示を受けてください。

パソコンの利用について
図書館には情報検索やWord 等が利用できる端末が設置されています。カウンターで学生証を提
示し，必要事項を記入の上，利用してください。また，国際関係学部ホームページの「図書館」
サイトから約３８，０００種類の電子ジャーナル・データベースにアクセスできます。館内のパ
ソコンはもちろん，学内のネットワークに接続されたパソコンやタブレット型端末からも利用す
ることができます。
（電子ジャーナル・データベース http : //www．ir．nihon-u．ac．jp/lib/search/database．html）

相互利用について
希望の資料が当館にない場合，当館を通して他の図書館の資料を利用することができます。図書
の貸借，文献複写とも申請する大学によって送料や複写料金（自己負担）等が異なります。詳し
くはカウンターで相談してください。
他大学の図書館に出向いて利用を希望する場合は，カウンターに申し出てください。他大学図書
館利用申請書を作成します。

購入希望図書について
図書館では, 図書購入希望を受け付けています。希望がすべて通るわけではありませんが購入希
望図書がありましたら，購入希望図書申込書に必要事項を記入して申し込んでください。

図 書 館 利 用 案 内
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スキルアップ・コーナー
１階閲覧室のスキルアップ・コーナーには，レポートや論文の書き方，プレゼンのやり方，各種
語学検定試験に関する図書を多数用意しています。

コピーについて
館内の資料をコピーする場合は, １階閲覧室にあるコイン式のコピー機を利用してください。コ
ピーは著作権法（第３１条）に基づき, 著作権者の権利を不当に侵害しない範囲で行ってください。

注　意
・�館内では静粛に願います。携帯電話による通話は控えてください。
・�喫煙や飲食は休憩室を利用してください。ただし，体調管理の観点から，１階，２階閲覧席及

びグループワーク・エリアにおける水分補給を目的とした蓋付き飲料（ペットボトルや水筒な
ど）の利用は可能です。

・�貸出した資料は，期限内に必ず返却してください。もし期限が過ぎた場合，その過ぎた日数分
貸出禁止となります。また，いかなる理由があっても，又貸しはしないでください。

　その他，利用上不明な点等がありましたら，カウンターまで申し出てください。

国際機関資料室
国際機関資料室は，国連寄託図書館とＥＵ情報センターから成り，その他にＯＥＣＤ（経済協力
開発機構）や，国際協力に関する資料も所蔵しています。
１　国連寄託図書館

ニューヨークやジュネーブの国連本部，そのほか国連主要機関から直接送付されてくる資料を
所蔵しています。内容は，会議録，セミナー，シンポジウム等の議事録，討議の参考資料・公
式記録，年鑑類及び条約集など多岐に渡ります。これらの資料は，ほとんどが英文ですが，国
連広報センター等の在日事務所が作成した日本語の資料も公開しています。その他「ＯＤＳ」
や「ＵＮ-Ｉ-ＱＵＥ」，「ＵＮＢＩＳｎｅｔ」等の国連文書や公式記録の検索に役立つ検索ツー
ルを案内しています。

２　ＥＵ情報センター
ルクセンブルグにある欧州出版局から直接送付される資料を所蔵しています。内容は，欧州連
合の政治，経済，社会及び統計年鑑等です。また，駐日欧州連合代表部より届くＥＵに関する
ニュースや情報を随時公開しているほか，日本とＥＵの文化交流を目的とした「日・ＥＵフレ
ンドシップウィーク」の展示会等を毎年開催しています。

３　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が２００２年までに発行した各種統計及び報告資料を所蔵して
います。
また，現在はＯＥＣＤ iLibrary オンラインシステム（※１）で発行された出版物をオンライン
で見ることが可能です。
※１ �学内のすべてのパソコンから利用できます。国際関係学部ホームページ「図書館」のバナーから閲覧してく

ださい。
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大学院国際関係研究科では「大学院生研究発表会」を開催しています。この研究発表会は大学院生
が自主的に運営します。開催日時及び発表対象者は，大学院国際関係研究科分科委員会の承認を
得て決定することとなります。
発表希望者は研究指導教員の指導を受け，期日までに必要書類（以下参照）を教務課（15号館１
階）に提出してください。

１　発　表　者　博士前期課程・博士後期課程在学者

２　開�催�日�程　２０１９年１０月１９日（土）

３　開�催�場�所　１５号館１階　１５１２教室

４　手�続�方�法　�研究指導教員の許可を得た上で，教務課に提出してください。
　　①　発表テーマ票（別紙）の提出期間：２０１９年７月１６日（火）～１８日（木）
　　②　要旨の提出期間：２０１９年９月２５日（水）～２７日（金）
　　　　・論文題名，発表項目，学生番号，氏名及び研究指導教員名を明記する。
　　　　・�発表内容をＡ４サイズ１枚にまとめて作成し，データ（ＵＳＢメモリ等）を教務課に

提出する。（下図参照）
　　　　　　

　　　　・２０分で発表できるように作成し，よく練習する。
　　③　配布資料がある場合は，各自で準備する。
　　④　配布資料は，発表の補助資料とし，パワーポイントの複写は受け付けない。

５　発表会リハーサル
　　①　日　程　２０１９年１０月１８日（金）
　　②　場　所　１５号館１階　１５１２教室

６　聴　講　者　博士前期課程・博士後期課程在籍者全員
　　　　　　　　研究指導教員，研究指導補助教員，サポート教員を含む大学院科目担当者

平成３１年度大学院生研究発表会

論文題名 
 

博士○○課程○年 学生番号 氏名○○ ○○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

研究指導教員（主）：○○ ○○ 
研究指導教員（副）：○○ ○○ 



― 32 ―

　　　　　　　　その他希望者

学位（修士）を取得するためには，本研究科における研究指導体制の一環として，博士前期課程
発表会での発表が義務付けられています。

　１　発　表　者　「研究指導Ⅱ」受講者で，平成３１年度内の修了予定者

　２　開�催�日�程　２０１９年１０月１９日（土）

　３　開�催�場�所　１５号館１階　１５１２教室

　４　手�続�方�法　�研究指導教員の許可を得た上で，教務課に提出してください。
　　　①　発表テーマ票（別紙）の提出期間：２０１９年７月１６日（火）～１８日（木）
　　　②　発表要旨の提出期間：２０１９年９月２５日（水）～２７日（金）
　　　　　・論文題名，発表項目，学生番号，氏名及び研究指導教員名を明記する。
　　　　　・�発表内容をＡ４サイズ１枚にまとめて作成し，データ（ＵＳＢメモリ等）を教務課

に提出する。（下図参照）
　　　　　　

　　　　　・２０分で発表できるように作成し，よく練習する。
　　　③　配布資料がある場合は，各自で準備する。
　　　④　配布資料は発表の補助資料とし，パワーポイントの複写は受け付けない。

　５　発表会リハーサル
　　　①　日　程　２０１９年１０月１８日（金）
　　　②　場　所　１５号館１階　１５１２教室

　６　聴　講　者　博士前期課程在籍者全員（標準コース及び１年コース）
　　　　　　　　　研究指導教員，研究指導補助教員，サポート教員を含む博士前期課程担当者
　　　　　　　　　その他希望者

平成３１年度博士前期課程「研究指導Ⅱ」受講者学内発表会

論文題名 
 

博士前期課程２年 学生番号 氏名○○ ○○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

研究指導教員（主）：○○ ○○ 
研究指導教員（副）：○○ ○○ 



― 32 ― ― 33 ―

　参　考
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１　平成３１年度『大学院論集』第２９号を発行します。

２　発行は，２０２０年１月中旬頃を予定しています。

３　『大学院論集』には，次の者の論文を集録します。
　　①大学院国際関係研究科博士前・後期課程在籍者及び修了者
　　②大学院論集編集委員会（以下，編集委員会）が特に認めた者（原則として本学教員及び
　　　非常勤講師を除く）

４　�『大学院論集』の編集は大学院国際関係研究科分科委員会が委嘱した編集委員会が行います。
論文の採否は，編集委員会がその専門領域に照らして査読を委嘱した査読者の報告に基づい
て決定します。

５　�論文投稿希望者は，平成３１年４月２３日（火）～２５日（木）の期間に，論文の表題・予
定枚数などを記入の上，所定の申込書（別紙）を編集委員会（教務課：本館１階）あてに提
出してください。その際，大学院在籍者の場合は，研究指導教員から投稿申込の承認を得て，
申込書にその認印を受けてください。

６　投稿論文原稿は，２０１９年６月１８日（火）～２０日（木）に提出してください。

７　�オリジナル原稿（アブストラクトを含む）Ａ４判に，コピー２部を添付した３部及びデータ
（ＵＳＢメモリ等）を提出してください。
（データには，氏名・使用機種・使用ソフト名を明記）

８　�論文の執筆にあたっては，「日本大学大学院国際関係研究科『大学院論集』執筆要領」（ｐ．３５）
を参考にしてください。

� 以　　上

平成３１年度『大学院論集』原稿募集要項
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１　使用言語
使用言語は自由。アブストラクトは原則として英語とする。ただし，本文が外国語の場合に
はアブストラクトは日本語とする。

２　論文の長さ
①パソコンで作成する場合は文字サイズは１２ポイント，４０字×３０行（Ａ４判）で打ち，

１２～１５枚程度とする。
②欧文の場合はタイプあるいはワープロを使用し，ダブル・スペースで１５枚程度（１枚

６５ストローク×２５行）とする。
３　表題

①表題は⑴⑵⑶のように連続性を持たないものとし，必要があれば副題を付ける。
②論文の表題を英語以外で表記してある場合は，英語による表題を別紙に記入して原稿と共

に提出する。
４　アブストラクト

英文で書いた場合２００語程度とする。ただし，執筆者の責任においてその語種のネイティ
ブ・スピーカーの校閲を得ておくこと。

５　表記の原則
①用語・固有名詞・記号などの表記には統一性を持たせる。
②和文原稿では，外国の国名・地名・人名などは，漢字表記が慣例となっている場合を除き，

原則としてカタカナ書きにする。一般化していない固有の名詞は，初出に限り（　）内に
原語を添える。

③年号・月日・その他の数字は，和文原稿でも原則としてアラビア数字とする。ただし万以
上の数には，万・億・兆などの漢数字を用いてもよい（英数字は半角とする）。

６　注と引用・参考文献
①注は該当箇所の右肩に上付き文字で１）のように順に番号を付し，本文の末尾にまとめて記

載する。
②注の表記においては，文章の最後に日本語は。（句点）英語は．（ピリオド）を打つこと。
③引用文献の記載内容は以下を目安とする。
⑴　単行本：著者名『書名』出版社，刊行年，頁。
⑵　雑誌掲載論文：著者名「論文タイトル」，『雑誌名』巻号，刊行年，頁。
⑶　論集所収論文：著者名「論文タイトル」，編集名『書名』出版社，刊行年，頁。
⑷　欧文献：書名，雑誌名をイタリックとする。
⑸　その他は所属領域の慣行に従う。また領域によってルールに多少の違いがある場合が
ある。その場合も所属領域の慣行に従うこととする。

④参考文献は著者名の５０音順あるいはアルファベット順に列挙し，引用文献の記載に準じ
ることとする。

⑤英文の注については，それぞれの学問領域で用いられているスタイルに準じること。たと
えば，op．cit．,Ibid．は，イタリックにするなど。

７　図・表
①図・表を挿入する場合は，該当箇所に図・表を貼り付け，その上に図１・表１のように連

番を付し，タイトルを記す。
②著者のオリジナルな作成でない場合は，出典を必ず明記し，必要に応じて著作権者から使

用許可を得ておく。
③論文掲載が決まったら，版下として使える鮮明な図・表を作成して提出する。

８　その他
①原稿は完全原稿とする。
②校正は執筆者の責任において行う。校正は誤字・脱字などの訂正にとどめ，加筆・修正に

よる論文内容の変更は認められない。

日本大学大学院国際関係研究科『大学院論集』執筆要領
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氏　　名 研　究　室 E-mail

専任教員 淺 川 道 夫 １５号館５階 １５５２Ｇ asakawa.michio@nihon-u.ac.jp
（教授） 伊　坂　裕　子 １５号館２階 １５２２Ａ isaka.hiroko@nihon-u.ac.jp

石　田　勝　之 １５号館２階 １５２２Ｄ ishida.katsuyuki@nihon-u.ac.jp
梅 本 順 子 １５号館３階 １５３２Ｃ umemoto.junko@nihon-u.ac.jp
大 淵 三 洋 １５号館５階 １５５２Ｉ ofuchi.mitsuhiro@nihon-u.ac.jp
小　野　健太郎 １５号館５階 １５５２Ｂ ono.kentarou@nihon-u.ac.jp
小　代　有希子 １５号館４階 １５４２Ｃ koshiro.yukiko@nihon-u.ac.jp
⻆ 田 哲 康 １５号館２階 １５２２H sumita.tetsuyasu@nihon-u.ac.jp
髙 橋　　 章 １５号館３階 １５３２Ｂ takahashi.akira@nihon-u.ac.jp
田 中 徳 一 １５号館２階 １５２２Ｊ tanaka.tokuichi@nihon-u.ac.jp
鄭　　 勛 燮 本 館 ４ 階 ４７Ａ chon.funsopu@nihon-u.ac.jp
陳　　 文 挙 １５号館５階 １５５２Ｆ chin.bunkyo@nihon-u.ac.jp
永 塚 史 孝 １５号館３階 １５３２Ｇ nagatsuka.fumitaka@nihon-u.ac.jp
生 内 裕 子 １５号館４階 １５４２Ｋ haenouchi.hiroko@nihon-u.ac.jp
濵 屋 雅 軌 １５号館４階 １５４２L hamaya.masaki@nihon-u.ac.jp
平 野 明 彦 １５号館３階 １５３２H hirano.akihiko@nihon-u.ac.jp
福　井　千　鶴 １５号館３階 １５３２Ｍ fukui.chizu@nihon-u.ac.jp
法 專 充 男 １５号館２階 １５２２Ｂ hosen.mitsuo@nihon-u.ac.jp
宗 形 賢 二 １５号館４階 １５４２Ｄ munakata.kenji@nihon-u.ac.jp
安 元 隆 子 １５号館４階 １５４２Ａ yasumoto.takako@nihon-u.ac.jp
山 中 康 資 １５号館５階 １５５２Ｄ yamanaka.yasushi@nihon-u.ac.jp
渡　邊　武一郎 １５号館３階 １５３２Ｅ watanabe.buichirou@nihon-u.ac.jp

専任教員 川 口 智 彦 本 館 ４ 階 ４４Ａ kawaguchi.tomohiko@nihon-u.ac.jp
（准教授） 髙　塚　浩由樹 １５号館４階 １５４２Ｉ takatsuka.hiroyuki@nihon-u.ac.jp

蓼 沼 智 行 １５号館５階 １５５２Ｋ tadenuma.tomoyuki@nihon-u.ac.jp
冨 岡 丈 朗 本 館 ４ 階 ４７Ｂ tomioka.takeaki@nihon-u.ac.jp

客員教授 石 井　　 明 １３号館２階 講師室
特任教授 堅 尾 和 夫 北口校舎６階 Ｎ６１１ katao.kazuo@nihon-u.ac.jp��

吉 本 隆 昭 北口校舎６階 Ｎ６１２ yoshimoto.takaaki@nihon-u.ac.jp
講　　師 青　木　千賀子 １３号館２階 講師室 aoki.chikako@nihon-u.ac.jp

井 上　　 健 １３号館２階 講師室 inoue.ken@nihon-u.ac.jp
円 居 総 一 １３号館４階 １３４２ enkyo.souichi@nihon-u.ac.jp
加 藤 雅 功 １３号館２階 講師室
黒 川 祐 次 １３号館２階 講師室 kurokawa.yuuji@nihon-u.ac.jp
小 林　　 通 １３号館２階 講師室 kobayashi.touru@nihon-u.ac.jp
今 野　　 守 １３号館２階 講師室 konno.mamoru@nihon-u.ac.jp
佐　藤　三武朗 １３号館２階 講師室 satou.saburou28@nihon-u.ac.jp
西 田　　 司 １３号館２階 講師室 nishida.tsukasa@nihon-u.ac.jp
吉 田 正 紀 １３号館４階 １３４２ yoshida.masanori@nihon-u.ac.jp

大学院担当教員研究室等一覧表



博士前期課程
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修業年限
　博士前期課程の標準修業年限は，２年とする。

修士課程
　博士課程は，前期２年及び後期３年の課程に区分し，前期２年の課程はこれを修士課程として
取り扱う。（学則第１０５条第１０項抜粋）

学　　位
　修士課程は，所定の年限在学し，専攻科目について３２単位以上を修得し，必要な研究指導を
受け，更に修士論文の審査及び最終試験に合格した者に修士の学位を授与する。修士の学位に付
記する専攻分野の名称は，次のとおりである。

国際関係研究科　国際関係研究専攻　　修士（国際学）

在学年数
　大学院における修士課程の在学年数は，４年を超えることはできない。

（学則第１０６条第１４項抜粋）

具体的履修方法
　研究テーマにより国際関係，国際文化のどちらか一つを専攻分野として，セメスター制の前学
期と後学期に次のように履修します。

第　１　年　次 第　２　年　次 単位合計

講 

義 

科 

目

⑴ �研究指導教員の授業科目を
含めて専攻分野の授業科目

 　４科目以上
１６単位以上 講 

義 

科 

目

⑶ 専攻関連分野１科目以上 ４単位以上 ２４単位以上
⑵ 他の専攻分野の授業科目
　 １科目以上 ４単位以上

研究指導教員の研究指導Ⅰ ４単位 研究指導教員の研究指導Ⅱ ４単位 ８単位
２４単位以上 ８単位以上 ３２単位以上

研究指導教員と学位（修士）論文
　入学時の研究テーマにより研究指導教員は決定され，「研究指導Ⅰ」「研究指導Ⅱ」を通じて学
位論文の指導を受けます。また，研究テーマの領域により必要に応じて研究指導補助教員を置き，
研究指導補助教員等からも学位論文の指導を受けることがあります。授業科目の選択にあたっては，
研究指導教員の指導を受け，決定してください。学位論文の審査は，研究指導教員のほか関連分
野の教員を加えて行います。

最終試験
　最終試験は，学位（修士）論文を中心とした口述試験及び外国語の筆記試験を行います。

博士前期課程　標準コース
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国際関係研究科における授業科目及び単位数並びにその履修方法及び教員紹介は，次のとおりである。
（学則第１２５条）
国際関係研究専攻（博士前期課程 標準コース）
専攻
分野

関連
群 授　業　科　目 単位数 必　修

単位数
選　択
単位数 科　　　目　　　担　　　当　　　者

国　
　

際　
　

関　
　

係

国
際
関
係
論
関
連

国 際 関 係 研 究 Ａ １ 2 2 教 授 石 田 勝 之
国 際 関 係 研 究 Ａ ２ 2 2 教 授 石 田 勝 之
国 際 関 係 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 鄭　　 勛 燮
国 際 関 係 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 鄭 　 勛 燮
国 際 関 係 研 究 Ｃ １ 2 2 講 師 博士（国際関係） 黒 川 祐 次
国 際 関 係 研 究 Ｃ ２ 2 2 講 師 博士（国際関係） 黒 川 祐 次
安 全 保 障 研 究 １ 2 2 特 任 教 授 博士（国際関係） 吉 本 隆 昭
安 全 保 障 研 究 ２ 2 2 特 任 教 授 博士（国際関係） 吉 本 隆 昭
戦 略 論 研 究 １ 2 2 教 授 博士（学術） 淺 川 道 夫
戦 略 論 研 究 ２ 2 2 教 授 博士（学術） 淺 川 道 夫
地 域 研 究 Ａ １ 2 2 教 授 福 井 千 鶴
地 域 研 究 Ａ ２ 2 2 教 授 福 井 千 鶴
地 域 研 究 Ｂ １ 2 2 客 員 教 授 石 井 　 明
地 域 研 究 Ｂ ２ 2 2 客 員 教 授 石 井 　 明
地 域 研 究 Ｃ １ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 研 究 Ｃ ２ 2 2 （本年度は開講せず）

国
際
関
係
法
関
連

国 際 法 研 究 Ａ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 法 研 究 Ａ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 法 研 究 Ｂ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 法 研 究 Ｂ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 私 法 研 究 １ 2 2 教 授 小 野 健太郎
国 際 私 法 研 究 ２ 2 2 教 授 小 野 健太郎
比 較 法 研 究 １ 2 2 （本年度は開講せず）
比 較 法 研 究 ２ 2 2 （本年度は開講せず）

国
際
経
済
関
連

国 際 経 済 研 究 Ａ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 大 淵 三 洋
国 際 経 済 研 究 Ａ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 大 淵 三 洋
国 際 経 済 研 究 Ｂ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 済 研 究 Ｂ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 済 研 究 Ｃ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 済 研 究 Ｃ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 経 済 研 究 Ａ １ 2 2 教 授 Ｐh.D. 法 專 充 男
地 域 経 済 研 究 Ａ ２ 2 2 教 授 Ｐh.D. 法 專 充 男
地 域 経 済 研 究 Ｂ １ 2 2 准 教 授 川 口 智 彦
地 域 経 済 研 究 Ｂ ２ 2 2 准 教 授 川 口 智 彦
地 域 経 済 研 究 Ｃ １ 2 2 教 授 博士（経済学） 陳 　 文 挙
地 域 経 済 研 究 Ｃ ２ 2 2 教 授 博士（経済学） 陳 　 文 挙
国 際 貿 易 研 究 １ 2 2 講 師 博士（国際関係） 小 林 　 通
国 際 貿 易 研 究 ２ 2 2 講 師 博士（国際関係） 小 林 　 通
国 際 経 営 研 究 Ａ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 営 研 究 Ａ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 営 研 究 Ｂ １ 2 2 准 教 授 博士（国際関係） 蓼 沼 智 行
国 際 経 営 研 究 Ｂ ２ 2 2 准 教 授 博士（国際関係） 蓼 沼 智 行
国 際 金 融 研 究 １ 2 2 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
国 際 金 融 研 究 ２ 2 2 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
国 際 投 資 研 究 １ 2 2 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
国 際 投 資 研 究 ２ 2 2 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
地 域 産 業 振 興 研 究 １ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 産 業 振 興 研 究 ２ 2 2 （本年度は開講せず）

国
際
環
境
・�

資
源
関
連

国 際 環 境 研 究 １ 2 2 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫
国 際 環 境 研 究 ２ 2 2 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫
国 際 資 源 研 究 １ 2 2 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫
国 際 資 源 研 究 ２ 2 2 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫

平成３１年度博士前期課程授業科目及び単位数並びに履修方法と科目担当者
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専攻
分野

関連
群 授　業　科　目 単位数 必　修

単位数
選　択
単位数 科　　　目　　　担　　　当　　　者

国
際
関
係

国
際
協
力
関
連

国 際 協 力 研 究 １ 2 2 教 授 博士（工学） 山 中 康 資
国 際 協 力 研 究 ２ 2 2 教 授 博士（工学） 山 中 康 資
国 際 開 発 研 究 １ 2 2 准 教 授 冨 岡 丈 朗
国 際 開 発 研 究 ２ 2 2 准 教 授 冨 岡 丈 朗

国
際
Ｉ
Ｔ
・�

情
報
関
連

情 報 管 理 研 究 １ 2 2 （本年度は開講せず）
情 報 管 理 研 究 ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 Ｉ Ｔ 戦 略 研 究 １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 Ｉ Ｔ 戦 略 研 究 ２ 2 2 （本年度は開講せず）

国　
　

際　
　

文　
　

化�

地
域
文
化
関
連

地 域 文 化 研 究 Ａ １ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 文 化 研 究 Ａ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 文 化 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 生 内 裕 子
地 域 文 化 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 生 内 裕 子
地 域 文 化 研 究 Ｃ １ 2 2 教 授 Ｐh.D. 小 代 有希子
地 域 文 化 研 究 Ｃ ２ 2 2 教 授 Ｐh.D. 小 代 有希子
地 域 文 化 研 究 Ｄ １ 2 2 教 授 Ｐh.D. ⻆ 田 哲 康
地 域 文 化 研 究 Ｄ ２ 2 2 教 授 Ｐh.D. ⻆ 田 哲 康
地 域 文 化 研 究 Ｅ １ 2 2 教 授 髙 橋 　 章
地 域 文 化 研 究 Ｅ ２ 2 2 教 授 髙 橋 　 章
地 域 文 化 研 究 Ｆ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 濵 屋 雅 軌
地 域 文 化 研 究 Ｆ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 濵 屋 雅 軌
地 域 文 化 研 究 Ｇ １ 2 2 教 授 Ｐh.D. 渡 邊 武一郎
地 域 文 化 研 究 Ｇ ２ 2 2 教 授 Ｐh.D. 渡 邊 武一郎
地 域 文 化 研 究 H １ 2 2 講 師 加 藤 雅 功
地 域 文 化 研 究 H ２ 2 2 講 師 加 藤 雅 功

比
較
文
化
関
連

比 較 文 化 研 究 Ａ １ 2 2 講 師 井 上 　 健
比 較 文 化 研 究 Ａ ２ 2 2 講 師 井 上 　 健
比 較 文 化 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 梅 本 順 子
比 較 文 化 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 梅 本 順 子
比 較 文 化 研 究 Ｃ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 田 中 徳 一
比 較 文 化 研 究 Ｃ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 田 中 徳 一
比 較 文 化 研 究 Ｄ １ 2 2 准 教 授 髙 塚 浩由樹
比 較 文 化 研 究 Ｄ ２ 2 2 准 教 授 髙 塚 浩由樹
比 較 文 化 研 究 Ｅ １ 2 2 教 授 安 元 隆 子
比 較 文 化 研 究 Ｅ ２ 2 2 教 授 安 元 隆 子
比 較 文 化 研 究 Ｆ １ 2 2 講 師 博士（国際関係） 佐 藤 三武朗
比 較 文 化 研 究 Ｆ ２ 2 2 講 師 博士（国際関係） 佐 藤 三武朗

国
際
表
象
文
化
関
連

国 際 表 象 文 化 研 究 Ａ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 表 象 文 化 研 究 Ａ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 表 象 文 化 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 平 野 明 彦
国 際 表 象 文 化 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 平 野 明 彦
国 際 表 象 文 化 研 究 Ｃ １ 2 2 教 授 宗 形 賢 二
国 際 表 象 文 化 研 究 Ｃ ２ 2 2 教 授 宗 形 賢 二

比
較
社
会
関
連

比較社会研究Ａ１（ジェンダー） 2 2 講 師 博士（国際関係） 青 木 千賀子
比較社会研究Ａ２（ジェンダー） 2 2 講 師 博士（国際関係） 青 木 千賀子
比較社会研究Ａ１（社会心理） 2 2 教 授 博士（心理学） 伊 坂 裕 子
比較社会研究Ａ２（社会心理） 2 2 教 授 博士（心理学） 伊 坂 裕 子
比 較 社 会 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 永 塚 史 孝
比 較 社 会 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 永 塚 史 孝
比 較 社 会 研 究 Ｃ １ 2 2 講 師 博士（国際関係） Ｐh.D. 西 田 　 司
比 較 社 会 研 究 Ｃ ２ 2 2 講 師 博士（国際関係） Ｐh.D. 西 田 　 司
比 較 社 会 研 究 Ｄ １ 2 2 講 師 今 野 　 守
比 較 社 会 研 究 Ｄ ２ 2 2 講 師 今 野 　 守
比 較 社 会 研 究 Ｅ １ 2 2 講 師 Ｐh.D. 吉 田 正 紀
比 較 社 会 研 究 Ｅ ２ 2 2 講 師 Ｐh.D. 吉 田 正 紀
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専攻
分野

関連
群 授　業　科　目 単位数 必　修

単位数
選　択
単位数 科　　　目　　　担　　　当　　　者

国
際
文
化�

翻
訳
学
関
連

翻 訳 理 論 １ 2 2 講 師 井 上 　 健
翻 訳 理 論 ２ 2 2 講 師 井 上 　 健
翻 訳 法 １ 2 2 講 師 井 上 　 健
翻 訳 法 ２ 2 2 講 師 井 上 　 健
外 国 文 献 研 究 Ａ １ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ａ ２ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ｂ １ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ｂ ２ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ｃ １ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ｃ ２ 1 1 （本年度は開講せず）
特 別 講 座 Ⅰ 2 2 （本年度は開講せず）
特 別 講 座 Ⅱ 2 2 （本年度は開講せず）

教 授 博士（学術） 淺 川 道 夫
教 授 博士（心理学） 伊 坂 裕 子
教 授 石 田 勝 之
教 授 博士（国際関係） 梅 本 順 子
教 授 博士（国際関係） 大 淵 三 洋
教 授 小 野 健太郎
教 授 Ｐh.D. 小 代 有希子
教 授 Ｐh.D. ⻆ 田 哲 康

研 究 指 導 Ⅰ ４ ４ 教 授 髙� 橋 　 章
研 究 指 導 Ⅱ ４ ４ 教 授 博士（国際関係） 田 中 徳 一
学 位 論 文 教 授 博士（国際関係） 鄭 　 勛 燮

教 授 博士（経済学） 陳 　 文 挙
教 授 永 塚 史 孝
教 授 生 内 裕 子
教 授 博士（国際関係） 濵 屋 雅 軌
教 授 平 野 明 彦
教 授 福 井 千 鶴
教 授 Ｐh.D. 法 專 充 男
教 授 宗 形 賢 二
教 授 安 元 隆 子
教 授 博士（工学） 山 中 康 資
教 授 Ｐh.D. 渡 邊 武一郎
准 教 授 博士（国際関係） 蓼 沼 智 行
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１　趣旨
　　　大学院国際関係研究科コースプログラムとは，大学院生の幅広い知識修得と高度な専門能

力の向上，更に学生の学習意欲をかき立てることを目的とし，本研究科博士前期課程の修了
要件とは別に，体系づけられた科目群からなるコースを履修し，特定分野の学習成果を国際
関係研究科として認証する制度である。

２　コースプログラム
　　　コースプログラムの内容は，本研究科博士前期課程の開講科目を基に，当該課程の修了要

件とは別に定める。
　　　コースプログラムには，「安全保障コースプログラム」と「翻訳コースプログラム」の２

種類がある。

３　コースプログラム修了条件
①　コースプログラムの履修者は，本研究科博士前期課程（標準・１年コース）の正規生を

対象とし，各学年の学期の始めに，別に定める所定の期間内に希望コースの申請をし，
コース履修の許可を受けなければならない。

②　コースプログラム修了条件は，各コースプログラムから，その履修条件に従い１６単位
以上修得するものとする。

４　修了証
　　　修了者には，修了学期ごとに，本研究科長名で修了証を授与するものとする。ただし，各

種証明書としては発行しないものとする。

５　付記
　　　本コースプログラムは，平成２７年度大学院国際関係研究科博士前期課程入学生から適用

する。

大学院国際関係研究科コースプログラム
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１　設置目的
　　　安全保障コースプログラムは，安全保障問題に関する高度な専門知識を有する人材の養成

を目的として設置するものである。

２　指定科目・履修条件等
整理
番号 授業科目名 単位数 設置

学年
履修期

（前期・後期・年間）
受入可能人数 履修条件等

１ 安全保障研究１ ２ １ 前期 若干名 コース必修科目

2 安全保障研究２ ２ １ 後期 若干名 コース必修科目

3 戦略論研究１ ２ １ 前期 若干名 コース必修科目

4 戦略論研究２ ２ １ 後期 若干名 コース必修科目

5 国際関係研究Ａ１ ２ １ 前期 若干名

左記の科目のうち
４単位以上修得

6 国際関係研究Ａ２ ２ １ 後期 若干名

7 国際関係研究Ｂ１ ２ １ 前期 若干名

8 国際関係研究Ｂ２ ２ １ 後期 若干名

9 国際関係研究Ｃ１ ２ １ 前期 若干名

１0 国際関係研究Ｃ２ ２ １ 後期 若干名

１１ 国際法研究Ａ１ ２ １ 前期 若干名

左記の科目のうち
４単位以上修得

１2 国際法研究Ａ２ ２ １ 後期 若干名

１3 国際法研究Ｂ１ ２ １ 前期 若干名

１4 国際法研究Ｂ２ ２ １ 後期 若干名

３　履修要項
①　修得単位数は１６単位とする。
②　履修申請時期は，各学年の学期の始めとする。
③　申請時期，手続きその他詳細については，UNIPA のお知らせ掲示板をもって周知する。
④　授業科目の履修期（前期・後期・通年）は，毎年度の時間割により変更する場合がある。

「安全保障コースプログラム」指定科目・履修条件一覧表
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１　設置目的
　翻訳コースプログラムは，翻訳の理論・方法・実践に関する高度な知識と技術を有する人
材の育成を目的として設置するものである。

２　指定科目・履修条件等
整理
番号 授業科目名 単位数 設置

学年
履修期

（前期・後期・年間）
受入可能人数 履修条件等

１ 翻訳理論１ ２ １ 前期 若干名 コース必修科目

2 翻訳理論２ ２ １ 後期 若干名 コース必修科目

3 翻訳法１ ２ １ 前期 若干名 コース必修科目

4 翻訳法２ ２ １ 後期 若干名 コース必修科目

5 外国文献研究 A １ ２ １ 前期 若干名

左記の科目のうち
８単位以上修得

6 外国文献研究 A ２ ２ １ 後期 若干名

7 外国文献研究 B １ ２ １ 前期 若干名

8 外国文献研究 B ２ ２ １ 後期 若干名

9 外国文献研究 C １ ２ １ 前期 若干名

１0 外国文献研究 C ２ ２ １ 後期 若干名

３　履修要項
①　修得単位数は１６単位とする。
②　履修申請時期は，各学年の学期の始めとする。
③　申請時期，手続きその他詳細については，UNIPA のお知らせ掲示板をもって周知する。
④　授業科目の履修期（前期・後期・通年）は，毎年度の時間割により変更する場合がある。

「翻訳コースプログラム」指定科目・履修条件一覧表
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学位（修士）論文提出に関する日程
１　「学位論文提出届」提出期間

２０２０年１月１０日（金）～１４日（火）（厳守）
「学位（修士）論文提出届」（別紙）を切り離して提出すること。
・住民票記載事項証明書１通を添付する。
　※学籍簿・学位記（氏名・生年月日）確認のため。

２　学位論文（口述試験用）提出期間
２０２０年１月２０日（月）～２１日（火）１０時～１６時（厳守）
学位論文を２部（正１部，副１部：ダブルクリップで止める）教務課へ提出すること。

３　最終試験
２０２０年２月６日（木）
集合時刻　９時４０分　集合場所　教務課
①　外国語　母国語以外の外国語の筆記試験
②　口述試験　修士論文の内容を中心とし，これに関連のある領域について試問します。
※　学生証及び論文を持参すること。

学位（修士）論文製本について
１　「学位（修士）論文製本申込書」及び「製本用論文」提出日

２０２０年２月１３日（木）～１４日（金）９時～１７時
「平成３１年度学位（修士）論文製本申込書」を切り離し，製本料（４，４００円／１部）
の証紙と製本する部数分の論文を添えて教務課へ提出すること。

２　製本用論文の部数
①　本学図書館保管用に１部
②　①以外に本人の製本希望部数
※　製本した論文を宅配便で返却を希望する場合，着払いで送付するので申し出ること。
※　最終試験で指摘された箇所を修正し，研究指導教員から許可を得た上で提出すること。

平成３１年度学位（修士）論文提出要領
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学位（修士）論文の用紙・書式
１　日本語の場合

①　Ａ４判白色上質紙を使用し，片面印刷とし，注及び参考文献などは巻末にまとめること。
②　文字サイズは１２ポイント，１行字数は４０字，１頁３６行とする。

２　英語の場合
①　Ａ４判白色上質紙を使用し，片面印刷とし，ダブルスペースで入力し，注及び参考文献

などは巻末にまとめること。

学位（修士）論文は，研究指導教員の指示に従って作成してください。

学位（修士）論文審査に係る評価のポイント
１　論文の題名は内容に対して適切であるか。
２　問題意識が明確であるか。
３　構成は適切であるか。
４　先行研究に対して必要なレビューをしているか。
５　論述の論理性は適切であるか。
６　参考（引用）文献は適切であるか。
※　上記ポイントとは別に，研究分野に応じて個別のポイントが付加される場合があります。

その他
　日本大学大学院国際関係研究科博士後期課程に進学希望者は，入学試験出願時（第１期９月・
第２期１月）に学位論文を提出することになります。

 
 
 

平成○○年度 修士論文 

論 文 名 

－副題－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        研究指導教員（主）：〇 〇 〇 〇 

        研究指導教員（副）：〇 〇 〇 〇 

 
 
 
 
 

日本大学大学院国際関係研究科国際関係研究専攻 

博士前期課程（学生番号） 

日 大 太 郎 
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修業年限
　博士前期課程の標準修業年限は，１年とする。

学　　位
　所定の年限在学し，専攻科目について３２単位以上を修得し，必要な研究指導を受け，更に修
士論文の審査及び最終試験に合格した者に修士の学位を授与する。修士の学位に付記する専攻分
野の名称は，次のとおりである。

国際関係研究科　国際関係研究専攻　　修士（国際学）

在学年数
　大学院における修士課程の在学年数は，２年を超えることができない。

（学則第１０６条第１４項抜粋）

具体的履修方法
　研究テーマにより国際関係，国際文化のどちらか一つを専攻分野としてセメスター制の前学期
と後学期に次のように履修します。

第　１　年　次

講 

義 

科 

目

⑴ �研究指導教員の授業科目を含めて専
攻分野の授業科目

　 ５科目以上
２０単位以上

⑵ 他の専攻分野の授業科目
　 １科目以上

４単位以上

研究指導教員の研究指導Ⅰ・Ⅱ ８単位

３２単位以上

研究指導教員と学位（修士）論文
　入学時の研究テーマにより研究指導教員は決定され，「研究指導Ⅰ」「研究指導Ⅱ」を通じて学
位論文の指導を受けます。また，研究テーマの領域により必要に応じて研究指導補助教員等を置
き，研究指導補助教員等からも学位論文の指導を受けることがあります。授業科目の選択にあたっ
ては，研究指導教員の指導を受けて決定してください。学位論文の審査は，研究指導教員のほか
関連分野の教員を加えて行います。

最終試験
　最終試験は，学位論文を中心とした口述試験を行います。

博士前期課程　１年コース
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国際関係研究科における授業科目及び単位数並びにその履修方法及び教員紹介は，次のとおりである。
（学則第１２５条）
国際関係研究専攻（博士前期課程　１年コース）
専攻
分野

関連
群 授　業　科　目 単位数 必　修

単位数
選　択
単位数 科　　　目　　　担　　　当　　　者

国　
　

際　
　

関　
　

係

国
際
関
係
論
関
連

国 際 関 係 研 究 Ａ １ 2 2 教 授 石 田 勝 之
国 際 関 係 研 究 Ａ ２ 2 2 教 授 石 田 勝 之
国 際 関 係 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 鄭　　 勛 燮
国 際 関 係 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 鄭 　 勛 燮
国 際 関 係 研 究 Ｃ １ 2 2 講 師 博士（国際関係） 黒 川 祐 次
国 際 関 係 研 究 Ｃ ２ 2 2 講 師 博士（国際関係） 黒 川 祐 次
安 全 保 障 研 究 １ 2 2 特 任 教 授 博士（国際関係） 吉 本 隆 昭
安 全 保 障 研 究 ２ 2 2 特 任 教 授 博士（国際関係） 吉 本 隆 昭
戦 略 論 研 究 １ 2 2 教 授 博士（学術） 淺 川 道 夫
戦 略 論 研 究 ２ 2 2 教 授 博士（学術） 淺 川 道 夫
地 域 研 究 Ａ １ 2 2 教 授 福 井 千 鶴
地 域 研 究 Ａ ２ 2 2 教 授 福 井 千 鶴
地 域 研 究 Ｂ １ 2 2 客 員 教 授 石 井 　 明
地 域 研 究 Ｂ ２ 2 2 客 員 教 授 石 井 　 明
地 域 研 究 Ｃ １ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 研 究 Ｃ ２ 2 2 （本年度は開講せず）

国
際
関
係
法
関
連

国 際 法 研 究 Ａ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 法 研 究 Ａ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 法 研 究 Ｂ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 法 研 究 Ｂ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 私 法 研 究 １ 2 2 教 授 小 野 健太郎
国 際 私 法 研 究 ２ 2 2 教 授 小 野 健太郎
比 較 法 研 究 １ 2 2 （本年度は開講せず）
比 較 法 研 究 ２ 2 2 （本年度は開講せず）

国
際
経
済
関
連

国 際 経 済 研 究 Ａ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 大 淵 三 洋
国 際 経 済 研 究 Ａ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 大 淵 三 洋
国 際 経 済 研 究 Ｂ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 済 研 究 Ｂ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 済 研 究 Ｃ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 済 研 究 Ｃ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 経 済 研 究 Ａ １ 2 2 教 授 Ｐh.D. 法 專 充 男
地 域 経 済 研 究 Ａ ２ 2 2 教 授 Ｐh.D. 法 專 充 男
地 域 経 済 研 究 Ｂ １ 2 2 准 教 授 川 口 智 彦
地 域 経 済 研 究 Ｂ ２ 2 2 准 教 授 川 口 智 彦
地 域 経 済 研 究 Ｃ １ 2 2 教 授 博士（経済学） 陳 　 文 挙
地 域 経 済 研 究 Ｃ ２ 2 2 教 授 博士（経済学） 陳 　 文 挙
国 際 貿 易 研 究 １ 2 2 講 師 博士（国際関係） 小 林 　 通
国 際 貿 易 研 究 ２ 2 2 講 師 博士（国際関係） 小 林 　 通
国 際 経 営 研 究 Ａ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 営 研 究 Ａ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 経 営 研 究 Ｂ １ 2 2 准 教 授 博士（国際関係） 蓼 沼 智 行
国 際 経 営 研 究 Ｂ ２ 2 2 准 教 授 博士（国際関係） 蓼 沼 智 行
国 際 金 融 研 究 １ 2 2 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
国 際 金 融 研 究 ２ 2 2 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
国 際 投 資 研 究 １ 2 2 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
国 際 投 資 研 究 ２ 2 2 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
地 域 産 業 振 興 研 究 １ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 産 業 振 興 研 究 ２ 2 2 （本年度は開講せず）

国
際
環
境
・�

資
源
関
連

国 際 環 境 研 究 １ 2 2 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫
国 際 環 境 研 究 ２ 2 2 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫
国 際 資 源 研 究 １ 2 2 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫
国 際 資 源 研 究 ２ 2 2 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫

平成３１年度博士前期課程授業科目及び単位数並びに履修方法と科目担当者
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専攻
分野

関連
群 授　業　科　目 単位数 必　修

単位数
選　択
単位数 科　　　目　　　担　　　当　　　者

国
際
関
係

国
際
協
力
関
連

国 際 協 力 研 究 １ 2 2 教 授 博士（工学） 山 中 康 資
国 際 協 力 研 究 ２ 2 2 教 授 博士（工学） 山 中 康 資
国 際 開 発 研 究 １ 2 2 准 教 授 冨 岡 丈 朗
国 際 開 発 研 究 ２ 2 2 准 教 授 冨 岡 丈 朗

国
際
Ｉ
Ｔ
・�

情
報
関
連

情 報 管 理 研 究 １ 2 2 （本年度は開講せず）
情 報 管 理 研 究 ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 Ｉ Ｔ 戦 略 研 究 １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 Ｉ Ｔ 戦 略 研 究 ２ 2 2 （本年度は開講せず）

国　
　

際　
　

文　
　

化�

地
域
文
化
関
連

地 域 文 化 研 究 Ａ １ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 文 化 研 究 Ａ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
地 域 文 化 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 生 内 裕 子
地 域 文 化 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 生 内 裕 子
地 域 文 化 研 究 Ｃ １ 2 2 教 授 Ｐh.D. 小 代 有希子
地 域 文 化 研 究 Ｃ ２ 2 2 教 授 Ｐh.D. 小 代 有希子
地 域 文 化 研 究 Ｄ １ 2 2 教 授 Ｐh.D. ⻆ 田 哲 康
地 域 文 化 研 究 Ｄ ２ 2 2 教 授 Ｐh.D. ⻆ 田 哲 康
地 域 文 化 研 究 Ｅ １ 2 2 教 授 髙 橋 　 章
地 域 文 化 研 究 Ｅ ２ 2 2 教 授 髙 橋 　 章
地 域 文 化 研 究 Ｆ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 濵 屋 雅 軌
地 域 文 化 研 究 Ｆ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 濵 屋 雅 軌
地 域 文 化 研 究 Ｇ １ 2 2 教 授 Ｐh.D. 渡 邊 武一郎
地 域 文 化 研 究 Ｇ ２ 2 2 教 授 Ｐh.D. 渡 邊 武一郎
地 域 文 化 研 究 H １ 2 2 講 師 加 藤 雅 功
地 域 文 化 研 究 H ２ 2 2 講 師 加 藤 雅 功

比
較
文
化
関
連

比 較 文 化 研 究 Ａ １ 2 2 講 師 井 上 　 健
比 較 文 化 研 究 Ａ ２ 2 2 講 師 井 上 　 健
比 較 文 化 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 梅 本 順 子
比 較 文 化 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 梅 本 順 子
比 較 文 化 研 究 Ｃ １ 2 2 教 授 博士（国際関係） 田 中 徳 一
比 較 文 化 研 究 Ｃ ２ 2 2 教 授 博士（国際関係） 田 中 徳 一
比 較 文 化 研 究 Ｄ １ 2 2 准 教 授 髙 塚 浩由樹
比 較 文 化 研 究 Ｄ ２ 2 2 准 教 授 髙 塚 浩由樹
比 較 文 化 研 究 Ｅ １ 2 2 教 授 安 元 隆 子
比 較 文 化 研 究 Ｅ ２ 2 2 教 授 安 元 隆 子
比 較 文 化 研 究 Ｆ １ 2 2 講 師 博士（国際関係） 佐 藤 三武朗
比 較 文 化 研 究 Ｆ ２ 2 2 講 師 博士（国際関係） 佐 藤 三武朗

国
際
表
象
文
化
関
連

国 際 表 象 文 化 研 究 Ａ １ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 表 象 文 化 研 究 Ａ ２ 2 2 （本年度は開講せず）
国 際 表 象 文 化 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 平 野 明 彦
国 際 表 象 文 化 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 平 野 明 彦
国 際 表 象 文 化 研 究 Ｃ １ 2 2 教 授 宗 形 賢 二
国 際 表 象 文 化 研 究 Ｃ ２ 2 2 教 授 宗 形 賢 二

比
較
社
会
関
連

比較社会研究Ａ１（ジェンダー） 2 2 講 師 博士（国際関係） 青 木 千賀子
比較社会研究Ａ２（ジェンダー） 2 2 講 師 博士（国際関係） 青 木 千賀子
比較社会研究Ａ１（社会心理） 2 2 教 授 博士（心理学） 伊 坂 裕 子
比較社会研究Ａ２（社会心理） 2 2 教 授 博士（心理学） 伊 坂 裕 子
比 較 社 会 研 究 Ｂ １ 2 2 教 授 永 塚 史 孝
比 較 社 会 研 究 Ｂ ２ 2 2 教 授 永 塚 史 孝
比 較 社 会 研 究 Ｃ １ 2 2 講 師 博士（国際関係） Ｐh.D. 西 田 　 司
比 較 社 会 研 究 Ｃ ２ 2 2 講 師 博士（国際関係） Ｐh.D. 西 田 　 司
比 較 社 会 研 究 Ｄ １ 2 2 講 師 今 野 　 守
比 較 社 会 研 究 Ｄ ２ 2 2 講 師 今 野 　 守
比 較 社 会 研 究 Ｅ １ 2 2 講 師 Ｐh.D. 吉 田 正 紀
比 較 社 会 研 究 Ｅ ２ 2 2 講 師 Ｐh.D. 吉 田 正 紀
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専攻
分野

関連
群 授　業　科　目 単位数 必　修

単位数
選　択
単位数 科　　　目　　　担　　　当　　　者

国
際
文
化�

翻
訳
学
関
連

翻 訳 理 論 １ 2 2 講 師 井 上 　 健
翻 訳 理 論 ２ 2 2 講 師 井 上 　 健
翻 訳 法 １ 2 2 講 師 井 上 　 健
翻 訳 法 ２ 2 2 講 師 井 上 　 健
外 国 文 献 研 究 Ａ １ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ａ ２ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ｂ １ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ｂ ２ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ｃ １ 1 1 （本年度は開講せず）
外 国 文 献 研 究 Ｃ ２ 1 1 （本年度は開講せず）
特 別 講 座 Ⅰ 2 2 （本年度は開講せず）
特 別 講 座 Ⅱ 2 2 （本年度は開講せず）

教 授 博士（学術） 淺 川 道 夫
教 授 博士（心理学） 伊 坂 裕 子
教 授 石 田 勝 之
教 授 博士（国際関係） 梅 本 順 子
教 授 博士（国際関係） 大 淵 三 洋
教 授 小 野 健太郎
教 授 Ｐh.D. 小 代 有希子
教 授 Ｐh.D. ⻆ 田 哲 康

研 究 指 導 Ⅰ ４ ４ 教 授 髙� 橋 　 章
研 究 指 導 Ⅱ ４ ４ 教 授 博士（国際関係） 田 中 徳 一
学 位 論 文 教 授 博士（国際関係） 鄭 　 勛 燮

教 授 博士（経済学） 陳 　 文 挙
教 授 永 塚 史 孝
教 授 生 内 裕 子
教 授 博士（国際関係） 濵 屋 雅 軌
教 授 平 野 明 彦
教 授 福 井 千 鶴
教 授 Ｐh.D. 法 專 充 男
教 授 宗 形 賢 二
教 授 安 元 隆 子
教 授 博士（工学） 山 中 康 資
教 授 Ｐh.D. 渡 邊 武一郎
准 教 授 博士（国際関係） 蓼 沼 智 行
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１　趣旨
　　　大学院国際関係研究科コースプログラムとは，大学院生の幅広い知識修得と高度な専門能

力の向上，更に学生の学習意欲をかき立てることを目的とし，本研究科博士前期課程の修了
要件とは別に，体系づけられた科目群からなるコースを履修し，特定分野の学習成果を国際
関係研究科として認証する制度である。

２　コースプログラム
　　　コースプログラムの内容は，本研究科博士前期課程の開講科目を基に，当該課程の修了要

件とは別に定める。
　　　コースプログラムには，「安全保障コースプログラム」と「翻訳コースプログラム」の２

種類がある。

３　コースプログラム修了条件
①　コースプログラムの履修者は，本研究科博士前期課程（標準・１年コース）の正規生を

対象とし，各学年の学期の始めに，別に定める所定の期間内に希望コースの申請をし，
コース履修の許可を受けなければならない。

②　コースプログラム修了条件は，各コースプログラムから，その履修条件に従い１６単位
以上修得するものとする。

４　修了証
　　　修了者には，修了学期ごとに，本研究科長名で修了証を授与するものとする。ただし，各

種証明書としては発行しないものとする。

５　付記
　　　本コースプログラムは，平成２７年度大学院国際関係研究科博士前期課程入学生から適用

する。

大学院国際関係研究科コースプログラム
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１　設置目的
　　　安全保障コースプログラムは，安全保障問題に関する高度な専門知識を有する人材の養成

を目的として設置するものである。

２　指定科目・履修条件等
整理
番号 授業科目名 単位数 設置

学年
履修期

（前期・後期・年間）
受入可能人数 履修条件等

1 安全保障研究１ ２ １ 前期 若干名 コース必修科目

2 安全保障研究２ ２ １ 後期 若干名 コース必修科目

3 戦略論研究１ ２ １ 前期 若干名 コース必修科目

4 戦略論研究２ ２ １ 後期 若干名 コース必修科目

5 国際関係研究Ａ１ ２ １ 前期 若干名

左記の科目のうち
４単位以上修得

6 国際関係研究Ａ２ ２ １ 後期 若干名

7 国際関係研究Ｂ１ ２ １ 前期 若干名

8 国際関係研究Ｂ２ ２ １ 後期 若干名

9 国際関係研究Ｃ１ ２ １ 前期 若干名

10 国際関係研究Ｃ２ ２ １ 後期 若干名

11 国際法研究Ａ１ ２ １ 前期 若干名

左記の科目のうち
４単位以上修得

12 国際法研究Ａ２ ２ １ 後期 若干名

13 国際法研究Ｂ１ ２ １ 前期 若干名

14 国際法研究Ｂ２ ２ １ 後期 若干名

３　履修要項
①　修得単位数は１６単位とする。
②　履修申請時期は，各学年の学期の始めとする。
③　申請時期，手続きその他詳細については，UNIPA のお知らせ掲示板をもって周知する。
④　授業科目の履修期（前期・後期・通年）は，毎年度の時間割により変更する場合がある。

「安全保障コースプログラム」指定科目・履修条件一覧表
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１　設置目的
　翻訳コースプログラムは，翻訳の理論・方法・実践に関する高度な知識と技術を有する人
材の育成を目的として設置するものである。

２　指定科目・履修条件等
整理
番号 授業科目名 単位数 設置

学年
履修期

（前期・後期・年間）
受入可能人数 履修条件等

1 翻訳理論１ ２ １ 前期 若干名 コース必修科目

2 翻訳理論２ ２ １ 後期 若干名 コース必修科目

3 翻訳法１ ２ １ 前期 若干名 コース必修科目

4 翻訳法２ ２ １ 後期 若干名 コース必修科目

5 外国文献研究 A １ ２ １ 前期 若干名

左記の科目のうち
８単位以上修得

6 外国文献研究 A ２ ２ １ 後期 若干名

7 外国文献研究 B １ ２ １ 前期 若干名

8 外国文献研究 B ２ ２ １ 後期 若干名

9 外国文献研究 C １ ２ １ 前期 若干名

10 外国文献研究 C ２ ２ １ 後期 若干名

３　履修要項
①　修得単位数は１６単位とする。
②　履修申請時期は，各学年の学期の始めとする。
③　申請時期，手続きその他詳細については，UNIPA のお知らせ掲示板をもって周知する。
④　授業科目の履修期（前期・後期・通年）は，毎年度の時間割により変更する場合がある。

「翻訳コースプログラム」指定科目・履修条件一覧表
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学位（修士）論文提出に関する日程
１　「学位論文提出届」提出期間

２０２０年１月１０日（金）～１４日（火）
「学位（修士）論文提出届」（別紙）を切り離して提出すること。
・住民票記載事項証明書１通を添付する。
　※学籍簿・学位記（氏名・生年月日）確認のため。

２　学位論文（口述試験用）提出期間
２０２０年１月２０日（月）～２１日（火）　１０時～１６時（厳守）
学位論文を２部（正１部，副１部：ダブルクリップで止める）教務課へ提出すること。

３　最終試験
２０２０年２月６日（木）
集合時刻　１２時４０分　集合場所　教務課
口述試験　修士論文の内容を中心とし，これに関連のある領域について試問します。
※　学生証及び論文を持参すること。

学位（修士）論文製本申込方法について
１　「学位（修士）論文製本申込書」提出日

２０２０年２月１３日（木）～１４日（金）９時～１７時
「平成３１年度学位（修士）論文製本申込書」を切り離し，製本料（４，４００円／１部）
の証紙と製本する部数分の論文を添えて教務課へ提出すること。

２　製本用論文の部数
①　本学図書館保管用に１部
②　①以外に本人の製本希望部数
※　製本した論文を宅配便で返却を希望する場合，着払いで送付するので申し出ること。
※　最終試験で指摘された箇所を修正し，研究指導教員から許可を得た上で，指定された日

時までに教務課に提出すること。

平成３１年度学位（修士）論文提出要領
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学位（修士）論文の用紙・書式
１　日本語の場合

①　Ａ４判白色上質紙を使用し，片面印刷とし，注及び参考文献などは巻末にまとめること。
②　文字サイズは１２ポイント，１行字数は４０字，１頁３６行とする。
③　論文題名・副題・研究指導教員（主）・（副）名を記入する。

２　英語の場合
①　Ａ４判白色上質紙を使用し，片面印刷とし，ダブルスペースで入力し，注及び参考文献

などは巻末にまとめること。

学位（修士）論文は，研究指導教員の指示に従って作成してください。

学位（修士）論文審査に係る評価のポイント
１　論文の題名は内容に対して適切であるか。
２　問題意識が明確であるか。
３　構成は適切であるか。
４　先行研究に対して必要なレビューをしているか。
５　論述の論理性は適切であるか。
６　参考（引用）文献は適切であるか。
※　上記ポイントとは別に，研究分野に応じて個別のポイントが付加される場合があります。

その他
　日本大学大学院国際関係研究科博士後期課程に進学希望者は，入学試験出願時（第１期９月・
第２期１月）に学位論文を提出することになります。

 
 
 

平成○○年度 修士論文 

論 文 名 

－副題－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        研究指導教員（主）：〇 〇 〇 〇 

        研究指導教員（副）：〇 〇 〇 〇 

 
 
 
 
 

日本大学大学院国際関係研究科国際関係研究専攻 

博士前期課程（学生番号） 

日 大 太 郎 



博士後期課程
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修業年限
　博士後期課程の標準修業年限は，３年とする。

学　　位
　博士課程の後期３年の課程に入学した者については，大学院に３年以上在学し国際関係研究科
においては１２単位以上を当該課程で専攻科目について修得し，必要な研究指導を受け，博士論
文の審査及び最終試験に合格した者に博士の学位を授与する。ただし，優れた業績を上げた者に
ついては，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

（学則第１０６条第５項抜粋）

国際関係研究科　国際関係研究専攻　　博士（国際関係）

〔参考〕：�「日本大学学則抜粋」，「日本大学学位規程」，「日本大学大学院国際関係研究科学位（博
士）論文審査に関する申合せ」（p. ７４～ p. ８５）

在学年数
　大学院における在学年数は，博士後期課程６年を超えることができない。

（学則第１０６条第１４項抜粋）

　博士課程に標準修業年限在学し，所定の単位だけを修得して，課程を修了しない者が，引き続
き学生として在学する場合は，本条第１４項に定める在学年数（博士後期課程６年）の範囲内に
おいて，当該大学院分科委員会の許可を受けなければならない。

（学則第１０６条第７項，１４項抜粋）

　原則として，課程博士の学位申請論文提出を前提に再入学を許可します。

研究指導教員と学位（博士）論文
　入学時の研究テーマにより研究指導教員は決定され，「特別研究指導Ⅰ」「特別研究指導Ⅱ」「特
別研究指導Ⅲ」を通じて学位論文の指導を受けます。また研究テーマの領域により必要に応じて，
研究指導補助教員（サポート教員を含む）からも指導を受けます。

課程による学位（博士）論文審査に係る評価ポイント
１　論文の題名は内容に対して適切であるか
２　問題意識が明確であるか
３　構成は適切であるか
４　先行研究に対して必要なレビューをしているか
５　論述の論理性と客観性は適切であるか
６　参考（引用）文献は適切であるか
７　新たな知見を包含した論述を展開しているか

※上記評価ポイントに加えて，研究分野に応じて個別の評価ポイントが付加される場合があります。

博 士 後 期 課 程

学位論文の提出にあたっては，研究指導教員の許可を受けた上で，「学位審査実施
要項」（p.６２～p.６５）を参照の上，１１月末日までに教務課へ提出してください。
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国際関係研究科における授業科目及び単位数並びにその履修方法及び教員紹介は，次のとおりである。
（学則第１２５条）
国際関係研究専攻（博士後期課程）

専攻
分野 授　業　科　目 単位数 必　修

単位数
選　択
単位数 科　　　目　　　担　　　当　　　者

国　

際　

関　

係

国際関係特別研究（安全保障） ４ ４ 特 任 教 授 博士（国際関係） 吉 本 隆 昭
国際関係特別研究（外交・紛争） ４ ４ 講 師 博士（国際関係） 黒 川 祐 次
国際政治特別研究（軍事戦略） ４ ４ 教 授 博士（学術） 淺 川 道 夫
国際政治特別研究（比較政治） ４ ４ 教 授 石 田 勝 之
国際政治特別研究（中国政治） ４ ４ 客 員 教 授 石 井 　 明
地域統合特別研究（国際取引） ４ ４ 教 授 小 野 健太郎
国際経済特別研究（財政・観光） ４ ４ 教 授 博士（国際関係） 大 淵 三 洋
日 米 経 済 特 別 研 究 ４ ４ 教 授 Ｐh.D. 法 專 充 男
国 際 貿 易 特 別 研 究 ４ ４ 講 師 博士（国際関係） 小 林 � 通
国 際 経 営 特 別 研 究 ４ ４ （本年度は開講せず）
国 際 金 融 特 別 研 究 ４ ４ 講 師 Ｐh.D. 円 居 総 一
国 際 開 発 協 力 特 別 研 究 ４ ４ （本年度は開講せず）
国 際 環 境・ 資 源 特 別 研 究 ４ ４ 特 任 教 授 博士（工学） 堅 尾 和 夫

国　

際　

文　

化

日米関係史特別研究（日米関係） ４ ４ 教 授 Ｐh.D. 小 代 有希子
日米関係史特別研究（日米交流） ４ ４ 教 授 博士（国際関係） 濵 屋 雅 軌
西洋文化特別研究（思想文化） ４ ４ 教 授 Ｐh.D. ⻆ 田 哲 康
西洋文化特別研究（精神文化） ４ ４ 教 授 平 野 明 彦
東洋文化特別研究（比較ジェンダー） ４ ４ 講 師 博士（国際関係） 青 木 千賀子
東洋文化特別研究（中国文化） ４ ４ （本年度は開講せず）
東洋文化特別研究（宗教） ４ ４ 教 授 髙� 橋 　 章
東洋文化特別研究（仏教思想） ４ ４ 教 授 Ｐh.D. 渡 邊 武一郎
東洋文化特別研究（国際人口移動） ４ ４ 講 師 Ｐh.D. 吉 田 正 紀
日英比較文化・文学特別研究 ４ ４ 教 授 博士（国際関係） 梅 本 順 子
日英比較文化・文学特別研究 ４ ４ 講 師 博士（国際関係） 佐 藤 三武朗
日米比較文化・文学特別研究（翻訳論） ４ ４ 講 師 井 上 　 健
日米比較文化・文学特別研究（教育） ４ ４ 教 授 永 塚 史 孝
日米比較文化・文学特別研究（表象文化） ４ ４ 教 授 宗 形 賢　二
日独比較文化・文学特別研究 ４ ４ 教 授 博士（国際関係） 田 中 徳 一
日仏比較文化・文学特別研究 ４ ４ （本年度は開講せず）
日本比較文化・文学特別研究 ４ ４ （本年度は開講せず）
異文化コミュニケーション特別研究 ４ ４ 講 師 博士（国際関係） Ｐh.D. 西 田 　 司

教 授 博士（学術） 淺 川 道 夫
教 授 博士（国際関係） 大 淵 三 洋

特 別 研 究 指 導 Ⅰ 教 授 石 田 勝 之
特 別 研 究 指 導 Ⅱ 教 授 Ｐh.D. 小 代 有希子
特 別 研 究 指 導 Ⅲ 教 授 博士（国際関係） 田 中 徳 一
学 位 論 文 教 授 永 塚 史 孝

教 授 Ｐh.D. 法 專 充 男
教 授 Ｐh.D. 渡 邊 武一郎

平成３１年度博士後期課程授業科目及び単位数並びに履修方法と科目担当者
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区　　　分 １　年　次 ２　年　次 ３　年　次 単位合計

講　

義　

科　

目

国際関係
⑴主たる
　専攻分野
　の授業科目

１科目
４単位以上

⑶主たる
　専攻分野
　の授業科目

１科目
４単位以上 １２単位以上

国際文化
⑵他の専攻
　分野の授
　業科目

１科目
４単位以上

研究指導教員の
研究指導

特別研究指導Ⅰ 特別研究指導Ⅱ 特別研究指導Ⅲ

１年次
４　　月

　４　　月～

研究テーマの決定

研究指導教員による論文指導

２年次
　４　　月～ 研究指導教員による論文指導

博士論文構想構築

３年次

６　　月

７　　月

１１月末日

１２月～１月

１　　月

２　　月

３　　月

研究指導教員に学位論文提出の申し出

予備試験実施 学位論文執筆の可否

学位論文提出

学位論文審査

公聴会・最終試験

課程修了の可否審議

学位�（博士）�の授与

具 体 的 履 修 方 法

博士論文提出までのステップ
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学 位 審 査 実 施 要 項
� 平成２６年１２月１８日　制　定　
� 平成２７年　４月　１日　施　行　

Ⅰ　課程修了によるもの（甲）

１　学位に付記する専攻分野
　日本大学大学院国際関係研究科（以下「国際関係研究科」という）の博士後期課程を修了し
た者に授与される学位に付記する専攻分野の名称は，次のとおりとする。（日本大学学則（以
下「学則」という）第106条第６項，日本大学学位規程（以下「学位規程」という）第２条第
４項）
　国際関係研究科　国際関係研究専攻　　国際関係

　
２　学位の申請

　学位は，日本大学学則第106条第３項及び学位規程第３条第３項に基づいて，学位規程第８
条，第11条，第12条，第13条による審査に従い，国際関係研究科分科委員会（以下「分科委員
会」という）の議決をもって授与される。
①　申請資格

　学位申請の資格を有する者は，次のとおりとする。
（１）国際関係研究科博士後期課程（以下「博士後期課程」という）に在学中の者のうち，在

学期間が３年に達した者又は当該年度に３年に達する者。（学則第106条第３項）
（２）博士後期課程に所定の年限以上在学し，所定の授業科目を履修して退学（満期退学）し

た者で，同課程に学位申請を前提に再入学を許可された者。
②　申請要件

　国際関係研究科において，課程修了による学位申請者は，次の要件をすべて満たさなけれ
ばならない。

（１）当該申請年度に国際関係研究科の実施する予備試験に合格しなければならない。
　 　予備試験の実施については，下述４のとおりとする

（２）学位申請において提出する論文（以下「論文」という）の基礎となる論文（以下「基礎
論文」という）を１篇以上公表していることを必要とする。基礎論文は，次の要件を満た
さなければならない。

ア　基礎論文は，査読制度のある，日本学術会議協力学術団体もしくはこれに準ずる団体の
発行する学術刊行物あるいは国際学術雑誌に掲載された原著論文，またはそれに準ずるも
のであること。

イ　基礎論文は，学位論文に直接関係する内容のものであること。
ウ　基礎論文が共著である場合は，筆頭著者であるか，または当該申請者の寄与が主たるも

のであることが証明できること。また当該論文の共著者すべてから学位論文の基礎論文と
しての使用許諾が得られること。

エ　基礎論文には，未公刊であっても掲載決定のものであれば含めることができるが，その
場合には，論文発行機関による掲載決定証明書等を添付すること。

３　予備試験の申請手続
　予備試験は，次の手続により申請する。
①　学位申請を希望する者（以下「申請希望者」という）は，申請を行うことについて，あら

かじめ当該研究指導教員から承認を得て，次の書類等を研究指導教員に提出し，申請年度６
月末日までにその旨申し出る。なお，教務課にも各１部を提出すること。

（１）履歴書（様式は任意）
（２）研究業績書（様式は任意。論文作成の基礎となる，学術雑誌に掲載された論文について

は，必ず記載すること）
（３）博士論文研究計画書

（ ）
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　　　　「博士論文計画書」には，次の事項を明記するものとする。
ア　論文の表題（仮題）
イ　研究目的
ウ　仮説・先行業績との関連及び論文の意義
エ　論文の構成
オ　使用する資料

②　研究指導教員は，学位を申請する者の推薦書及び上記書類を研究科長あて提出する。

４　予備試験の実施
　研究科長は，申請希望者から提出された書類に基づき，予備試験の実施及び受験の許可につ
いて，分科委員会で決定する。予備試験は，次のとおり実施する。
①　予備試験は，毎年７月に行うものとする。
②　予備試験の試験科目は，次に掲げるものとする。

（１）１種類の外国語（ただし，外国人留学生については，原則として，外国語を日本語とす
る）

（２）専攻分野の出題に関する学科目
③　予備試験の試験委員は，分科委員会委員のうち申請希望者の専攻分野から２名及び関連分

野から１名とし，分科委員会の議を経て研究科長が委嘱する。
④　予備試験の結果は，予備試験の試験委員が研究科長あて文書で報告する。
⑤　研究科長は，分科委員会委員からなる委員会（以下「専門委員会」という）を開催し，申

請希望者から提出された書類及び予備試験の結果に基づいて，予備試験の合否判定並びに申
請希望者の学位申請の可否を専門委員会及び分科委員会で審議し決定する。

⑥　予備試験の合否を判定するには，分科委員会全員の３分の２以上の出席により，２分の１
の賛成がなければならない。公務又は出張のため出席することのできない委員は，委員の数
に算入しない。

⑦　予備試験は，１回限り当該年度中に再受験を認める。
⑧　予備試験は，課程博士の学位論文の提出を前提に再入学を許可された者は，これを免除す

ることができる。
⑨　予備試験合格者が，当該年度に学位申請論文提出をしなかった場合，翌年度に限り，専門

委員会及び分科委員会の了承を得た上で予備試験を免除することができる。
⑩　研究科長は，予備試験の合否判定並びに学位申請の可否の結果を申請希望者に通知する。

５　学位申請論文の提出
　分科委員会で申請が可とされた申請希望者は，当該年度11月末日までに　次の書類等を教務
課に提出し，学位申請を行う。なお，提出書類は別に定める「博士の学位申請関係書類等につ
いて」を参照し，所定の書式において作成すること。また，所定の書式で作成された電子デー
タを，教務課に提出しなければならない。
①　学位申請書［様式１］　　　１通
②　履歴書　 　［様式７］　　　１通
③　論文目録　 ［様式９］　　　１通
④　論文　　　　　　　　 　　８部
　　審査用として，Ａ４判で審査期間中の使用に耐える方式により仮製本したもの。
⑤　論文の内容の要旨［作成例①］　　１部

　和文で４, ０００字以内，英文サマリーを添付する場合は，１, ０００語程度で作成された
ものを添付することができる。また，論文題名が外国語によるものは，題名の日本語訳を併
記する。要旨の作成においては，研究の目的，研究の背景，研究の独創性，研究方法，研究
結果，その社会への貢献度等について制限字数内で，できる限り簡潔・明確に記述すること。

⑥　「論文の内容の要旨」を補完する資料　　１部
　論文の作成の基礎となる学術雑誌に掲載された基礎論文の目録を記載したもの。必要に応
じて，論文の構成を説明する資料（目次等）を提出することができる。

⑦　博士論文の登録・公表依頼書［様式11］　１通
⑧　共同承諾書・誓約書［作成例④］　　　１通



― 64 ―

　論文が共著の場合，当該論文にかかわる共著者全員の承諾書及び誓約書を添付すること。
⑨　改姓届［作成例⑤］　　１通

　改姓し，論文・参考論文等に記載された姓名と，学位申請者の姓名が一致しない場合，提
出すること。なお，戸籍抄本等（コピー可）を添付すること。

⑩�参考論文　　　８部
　論文以外で，学位申請上必要不可欠であると思われる研究成果をまとめた原著論文の提出
を希望する場合，これを参考論文として提出することができる。

６　学位論文の審査
　学位審査は「日本大学大学院国際関係研究科学位（博士）論文審査に関する申合せ」に従い，
次のとおり行う。
①　研究科長は，国際関係研究科審査委員会（以下「審査委員会」という）を立ち上げるため，

専門委員会を招集する。専門委員会は，申請論文及び提出書類等について点検し，申請が適
当であるかどうかを判断するため，指導教員を招集し，学位申請者の経歴，研究業績及び学
位申請論文の内容等について説明を受ける。

②　専門委員会は，学位申請論文について審査委員会に付することが可能と判断した場合には，
「日本大学大学院国際関係研究科学位（博士）論文審査に関する申合せ」第５条に基づき，
審査委員会案を作成し，審議する。

③　分科委員会は，専門委員会の報告に基づき，論文受理の可否及び当該審査委員会案を議決
する。

④　審査委員は，学位論文審査委員会を組織する。
⑤　審査委員会は，学位論文の審査を行い，必要があるときは，学位申請者に学位論文に関す

る資料を提出させ，又は必要事項についての説明を求めることができる。なお，論文審査の
結果，その内容が著しく不良であると認められるときは，試験及び試問を行わないことがで
きる。この場合には，審査委員会は分科委員会に試験の結果の要旨及び試問の成績を添付す
ることを要しない（学位規程第11条第１項）。その旨を分科委員会へ報告するものとする。

⑥　学位論文公聴会の開催
（１）審査委員会は，最終試験実施前までに，学位論文公聴会（以下「公聴会」という）を開

催する。
（２）審査委員会は，公聴会開催日の２週間前までに学位申請者名，論文題名，日時，場所を

公示する。
（３）審査委員会は，公聴会開催日の２週間前までに，公聴会参加希望者が当該学位論文を閲

覧できるように準備する。
（４）公聴会の司会は，審査委員会において選任する。
（５）審査委員会委員及び当該専攻に所属する分科委員会委員は，原則として公聴会に出席し

なければならない。また，審査委員会は，必要に応じて，学内外の教員等に出席を求める
ことができる。

⑦　最終試験の実施
（１）審査委員会は，原則として毎年１月に最終試験を行うものとする。
（２）最終試験は，提出された論文を中心とした口頭試問とする。ただし，最終試験は，公聴

会に代えることができる。
（３）審査委員会は，「最終試験の結果の要旨」を作成する。
⑧　報告書類の作成

　論文の審査及び最終試験を終了したとき，審査委員会は，次の書類等を作成し，研究科長
及び専門委員会に報告する。なお，提出書類は別に定める「博士の学位申請関係書類等につ
いて」を参照し，所定の書式において作成すること。また，所定の書式で作成された電子デー
タを，教務課に提出しなければならない。

（１）公聴会報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�　　　　　　１通
　　　（開催日時，場所，主な質問と答弁，出席者のリスト等を付したもの）

（２）論文審査の結果の要旨［作成例②］（４, ０００字以内）�　��　　　　　　２通
　　　（審査担当者の押印　有り）

（３）論文審査の結果の要旨［作成例②］（４, ０００字以内）　　　　　　　　１通
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　　　（審査担当者の押印　無し）
（４）最終試験の結果の要旨［作成例③］（審査担当者の押印　有り）　　　 　２通
（５）最終試験の結果の要旨［作成例③］（審査担当者の押印　無し）　　　 　１通
（６）日本大学学位授与報告書［様式５］　　　　　　　　　　　　　 　　 　１通

７　学位授与に係る審議
　学位授与に係る審議は，次のとおりとする。
①　研究科長は，審査委員会から論文の審査及び最終試験（公聴会に代えた場合にはその結果）

の終了報告を受けた後，速やかに専門委員会を招集する。専門委員会は，必要に応じて，審
査委員会における主査及び副査の出席を求めることができる。

②　主査又は副査は，専門委員会の依頼に基づき，公聴会及び論文審査並びに最終試験の結果
を報告する。

③　専門委員会は，前項の報告に基づき協議を行い，学位論文審査の合否判定案を作成し分科
委員会へ上程する。

④　分科委員会は，当該年度２月に専門委員会の報告に基づき，学位論文の審査，修了判定を
行い，学位授与の可否について審議を行う。

⑤　分科委員会における学位論文の審査の議決には，分科委員会委員全員の３分の２以上の出
席を必要とし，出席委員の３分の２以上の賛成がなければならない。なお，公務又は出張の
ため出席することができない委員は，出席委員の数に算入しない。

⑥　分科委員会における修了判定の議決には，分科委員会委員総数の半分以上の出席を必要と
し，出席委員の過半数の賛成がなければならない。なお，公務又は出張のため出席すること
ができない委員は，出席委員の数に算入しない。

⑦　分科委員会における，学位論文の審査に合格し，修了判定に合格した者に対し，博士の学
位を授与する。

⑧　採決にあたって，特に意見がない場合は，投票を省略することができる。
⑨　学位を授与できないと議決した者については，学位規程第14条の定めに従い，通知する。

８　学位授与式
　学位授与式は３月に行う。なお，９月に修了することを認めた場合は９月に行う。

９　博士論文及び論文の内容の要旨の公表
①　学長は，分科委員会の報告に基づいて，学位を授与すべき者には，所定の学位記を授与し，

学位を授与できない者にはその旨を通知する。
②　日本大学（以下「本大学」という）は，博士の学位を授与したときは，学位を授与した日

から３か月以内にその学位論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの
利用により公表する。

③　博士の学位を授与された者は，学位の授与から１年以内に，その学位論文の全文を公表し
なければならない。ただし，既に公表したときはこの限りではない。公表に際しては，日本
大学審査学位論文である旨を明記する。

④　公表の方法は本大学が定める所定の手続きに基づき，インターネットの利用により行うも
のとする。ただし，既に出版刊行されている等の事由により，インターネットの利用により
公表できないやむを得ない事情がある場合には，本部大学院委員会の承認を得て，次の条件
を満たし，全文の公開に代えなければならない。

（１）「博士論文の登録・公表依頼書」［様式11］においてその事由等を明示する。
（２）論文の内容の要約を作成し，論文に代えてインターネットの利用により公表する。
（３）当該論文の全文を印刷したものを，本部が指定する学内機関に収蔵し，閲覧に供する。

また，インターネットの利用により公表できない事由が解消された場合には，速やかに報
告し，全文を公開しなければならない。（学位規程第14条，第15条，第16条）

１0　学位授与の取り消し
　学位を授与された者が，その栄誉を汚す行為をしたときまたは不正の方法により学位の授与
を受けた事実が判明したときは，学位規程第17条の定めに従い，学位の授与を取り消す。
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１　大学院国際関係研究科は，本研究科に在籍する者が，次に該当する場合は，休学すること
なく，外国の大学院または大学に留学することを許可する。

①　日本大学大学院海外派遣奨学生
②　日本大学大学院国際関係研究科から派遣する柳川海外交流基金による柳川奨学生
③　日本大学大学院国際関係研究科が外国の大学との覚書に基づき派遣する交換留学生
④　日本大学が外国の大学との協定及び覚書に基づき派遣する交換留学生
　　詳細は下記 URL からアクセス（日本大学本部学務部学務課国際交流室のホームページ）

　　https://www．nihon-u．ac．jp/international/study_abroad/　日本大学海外留学情報

２　大学院国際関係研究科は，本研究科に在籍する者が，次の条件に該当し，事前に『海外留
学願』を提出して，大学院国際関係研究科分科委員会の審議を経て，研究科長が認めた場
合は，休学することなく，外国の大学院または大学に留学することを許可する。外国の大
学院または大学とは，外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの，また
はこれに相当する研究教育機関をいう。

①　当該外国の大学院または大学で学修することが，当該学生の教育上有益であると認め
られること。

②　当該学生が，外国での教育を受け得るだけの能力を有していること。

３　留学期間は，最低修業年数の半分を限度とする。

４　留学※期間は，修業年数に算入する。
※本案件における留学の定義：
　大学院国際関係研究科分科委員会の審議を経て，研究科長が認めたもの

５　留学中に修得した授業科目の単位は，帰国後『修得単位認定願』を提出し，１０単位を超
えない範囲で大学院国際関係研究科分科委員会の審議を経て，研究科長が認めた場合は，
修了に必要な単位として認定することができる。

６　大学院国際関係研究科が教育研究上有益と認めるときは，あらかじめ協議の上，外国の大
学院において必要な研究指導を受けることを学生に認めることができる。ただし，博士前
期課程の学生について認める場合は，当該研究指導を受ける期間は，１年を超えないもの
とする。

７　６項によらない留学中の研究指導及び特別研究指導の取扱いは，次のとおりとする。
①　博士前期課程

研究指導教員が認めたときは，海外留学中も継続して学位論文の作成を目的に，通信等
の方法で十分な指導を行った場合は，研究指導の単位として認定することができる。そ
の場合，研究指導教員は指導報告書を研究科長に提出しなければならない。

②　博士後期課程
研究指導教員が認めたときは，海外留学中も継続して学位論文の作成を目的に，通信等
の方法で十分な指導を行った場合は，特別研究指導を履修したとみなすことができる。
その場合，研究指導教員は指導報告書を研究科長に提出しなければならない。

８　７項の取扱いに準じ，一般の授業科目についても１科目に限り，科目担当者が留学中の履
修を認め，通信等の方法で十分な指導を行った場合は，単位として認定することができる。
その場合，科目担当者は指導報告書を研究科長に提出しなければならない。

９　留学中の授業料等の取扱いについては，別途定める。

１０　本取扱いは，平成２７年４月１日から施行する。

大学院における海外留学の取扱い
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日本大学は，学術の研究，学術の国際交流並びに大学の発展に資するため，大学院海外派遣奨学
生を海外に派遣します。

（資　　　　　格）� 本大学大学院に在学する心身ともに健全にして学業成績優秀な者とする。
（派　遣　期　間）� 原則として１年とする。
（給　　付　　額）� 奨学金は１８０万円を限度として，派遣時に給付する。
（派遣奨学生の義務）� ①�派遣奨学生は，大学の派遣目的に応え，所期の成果を上げるよう務め

なければならない。
� ②�派遣奨学生は，派遣先での研究等の成果を報告書にまとめ，帰国後２

か月以内に研究科長を経て，大学に提出しなければならない。
（派遣期間の単位の取り扱い）
� �派遣奨学生が海外の大学院で履修した単位は，１０単位を超えない範囲

で修了に必要な単位として認定することができる。
� （詳細はｐ．１４参照）

（派遣奨学生の決定）� �派遣奨学生は，研究科長が推薦した候補者について，（法人本部の）海
外学術交流委員会で審議の上，学部長会議の議を経て学長が決定する。

（留学中の授業料）� 留学中の授業料の取り扱いは別途定める。
　　　　　　　　　　　○�２０２０年度海外派遣奨学生募集期間　２０１９年４月中旬～６月下旬（予定）
　　　　　　　　　　　○提出書類　①留学計画書　②研究計画書　③研究指導教員の推薦書
　　　　　　　　　　　○選考方法　面接及び書類選考　２０１９年７月上旬（予定）

国際関係研究科における過年度派遣者の派遣先及び研究テーマ

　　　博士後期課程３年　アメリカ・メリーランド大学
　　　「クリントン政権の対アジア・太平洋地域外交政策」

　　　博士後期課程３年　タイ・マヒドン大学
　　　「タイと日本の人身売買防止に関する協力体制の構築」

　　　博士後期課程３年　アメリカ・ジョージ・ワシントン大学
　　　「アイゼンハワー政権と米国の宇宙政策」

　　　博士後期課程３年　インドネシア・国立メダン大学
　　　「北スマトラ地域に暮らす日系インドネシア人の個人的アイデンティティとエスニシティの考察」

　　　博士後期課程３年　アメリカ・ニューヨーク州立ストーニーブルック大学
　　　「アメリカにおける言語コミュニケーション教育」

日本大学大学院海外派遣奨学生制度
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　日本大学本部では，海外の大学との協定に基づき，交換留学生を派遣しており，選考は日本大
学本部国際交流室で行い決定します。
　２０２０年度の交換留学生は，平成３１年度に募集しますので，詳細については本部国際交流
室ホームページ（ｐ．６９参照）で確認の上，直接本部国際交流室に申込んでください。
　選考試験合格後の辞退は認められません。申請の際は，必ず研究指導教員と大学院在学中の研
究計画及び経費等についてよく相談してください。
　その他不明な点は，直接国際交流課（03－5275－8116）までお問合せください。

　１　応募資格　�本大学院の正規課程に在籍する学業成績優秀な学生で，留学期間中も本大学院
に在籍している者。

　２　学　　費　�留学先大学の授業料は免除される。また，留学期間中の本大学院での授業料は
半額免除され，施設設備資金は徴収しない。

外国政府等からの奨学金について，学生課掲示板（三島駅北口校舎１階）で『外国政府奨学金留
学生』の募集要項が閲覧できます。

私費による留学について学生課掲示板（三島駅北口校舎１階），図書館や国際研究室（１５号館
１階）などで留学関係の書籍，雑誌類を閲覧し，留学に関して調べることができます。留学先の
国によっては書籍類での情報が不足していることもあるので，その際は留学希望先の大使館ホー
ムページなどで調べたり，大使館に直接問い合わせてください。

各種奨学金についての窓口は学生課（三島駅北口校舎１階）です。学生課掲示板，日本大学国際
関係学部ホームページの［学生生活］項目の［学生生活サポート］欄の［奨学金］を随時確認の
上，応募してください。
http://www．ir．nihon-u．ac．jp/admission/scholarship．html

○文部科学省国内採用による国費外国人留学生制度
人物，成績，研究内容が特に優れた私費外国人留学生が国費外国人留学生に採用されます。
窓口は教務課，募集時期は１０月，採用は次年度です。
所属課程在籍中の学費免除と奨学金（月額単価は，修士課程144,000円 , 博士課程145,000円），
修了時の帰国旅費が日本政府（文部科学省）から支給されます。
※�申請時に，博士前期課程２年で，本研究科博士後期課程に進学希望の場合は，大学院入試【第１期】で受験し，

合格していることが望ましいです。

日本大学派遣交換留学制度

公 費 留 学 制 度

私 費 留 学 制 度

各 種 奨 学 金 制 度
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日本大学国際関係学部ティーチング・アシスタント（以下ＴＡという）とは，教育・研究の向上
を目的とし大学院国際関係研究科に在籍する大学院生が，将来教員・研究者になるためのトレー
ニングの機会を得て教員の補助業務を行う制度です。

　応　募　資　格　　１ 学業成績及び人物が優れ，健康であること
　　　　　　　　　　２ 学生の教育指導に熱心で，ＴＡとしての能力を有すること
　　　　　　　　　　３ 将来教員・研究者を志す者であること
　募　集　人　員　　若干名
　勤　務　期　間　　別途指示する
　勤務及び手当て　　学部内規による
　支　　給　　日　　毎月末の勤務時間数分を翌月２３日支給（銀行振込）
　提　出　書　類　　ティーチング・アシスタント申込書（申込書は教務課にあります。）
　募　集　期　間　　掲示（正門掲示板，国際研究室前掲示板）にて確認すること

　※　ＴＡに関する問い合わせは，教務課に尋ねてください。

ティーチング・アシスタント募集要項
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大学院国際関係研究科博士前期課程及び博士後期課程の平成３１年度入学試験の予定は以下のと
おりです。
詳細は，日本大学ホームページ内の「入試ガイド」よりＰＤＦファイルをダウンロードの上，確
認してください。
出願資格
博士前期課程（第１期・第２期）

①　大学を卒業した者及び２０２０年３月卒業見込みの者
②　学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び２０２０年３月までに学士の学位を授

与される見込みの者
③　外国において学校教育における１６年の課程を修了した者及び２０２０年３月修了見込みの者
④　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

１６年の課程を修了した者及び２０２０年３月修了見込みの者
⑤　我が国において外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了したとされる

ものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学
大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び２０２０年３月修了見込みの者

⑥　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

⑦　文部科学大臣の指定した者
⑧　学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院において，大学院における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
⑨　本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，２２

歳に達した者及び２０２０年３月までに２２歳に達する者
⑩　大学に３年以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む）であって，本大学の定める

単位を優秀な成績で修得したと認めた者

博士後期課程（第１期・第２期）
①　修士の学位若しくは専門職学位を有する者及び２０２０年３月までに取得する見込みの者
②　外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者及び２０２０年３月までに授与される

見込みの者
③　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位または専門職学位に相当する

学位を授与された者及び２０２０年３月までに授与される見込みの者
④　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位または専門職学位に相当する
学位を授与された者

⑤　文部科学大臣の指定した者
⑥　本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の学力があ

ると認めた者で，２４歳に達した者及び２０２０年３月までに２４歳に達する者
募集人員

課　　程 募集人員
博士前期課程 １０　名
博士後期課程 　３　名

入試諸日程
区　分 受 付 期 間 試 験 日 合格発表 入学手続締切
第１期 ９月２３日㈪～９月２５日㈬ １０月１０日㈭ １０月２１日㈪ １１月　１日㈮
第２期 １月１０日㈮～１月１７日㈮ 　２月１２日㈬ 　２月２１日㈮ 　３月　２日㈪

試験科目と出願書類
課程 試験科目 出願書類
博
士
前
期
課
程

記述試験◎外国語� �英語，ドイツ語，フランス語，中国語，スペイン語，インドネシア語，韓国語，ロシア語
� �その他の外国語�（注），日本語�（外国人留学生のみ）�のうち自国語を除く１か国

語選択
　　　　◎論文
口述試験◎専門分野に関して
　　　　　　※外国語については辞書の使用を認める。�（電子辞書は不可）�

① 大学院入学志願票
② 調査書
③ �卒業証明書又は

卒業見込証明書
④ 志望研究内容

博
士
後
期
課
程

記述試験◎外国語�� 英語，ドイツ語，フランス語，中国語，スペイン語，インドネシア語，韓国語，ロシア語
� �その他の外国語�（注），日本語�（外国人留学生のみ）�のうち研究に主として使用

する１か国語選択�（自国語を除く）�
口述試験◎専門分野・語学力に関して
　　　　　　※外国語については辞書の使用を認める。�（電子辞書は不可）�

① 大学院入学志願票
② 調査書
③ �修了証明書又は

修了見込証明書
④ 研究計画書
⑤ 修士論文の写し１冊

（ 注 ） �記述試験「外国語」の試験科目のうち「その他の外国語」の受験を希望する者は，出願前に本研究科
に問い合わせをし，受験を許可された科目に限り出願することができる。

２０２０年度大学院入学試験
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日 本 大 学 学 則 抜 粋
第１章　総　則

　　第１節　目的及び使命

第１条　本大学は，日本精神にもとづき，道統をたつとび，憲章にしたがい，自主創造の気風を
やしない，文化の進展をはかり，世界の平和と人類の福祉とに寄与することを目的とする。

第２条　本大学は，広く知識を世界にもとめて，深遠な学術を研究し，心身ともに健全な文化人
を育成することを使命とする。

　　第２節　大学組織

第３条　本大学は，学部及び大学院をもって，これを組織する。
（表省略）

　　第５節　学年・学期及び休業日

第１３条　学年は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。
第１４条　学期は，次のとおりとする。ただし，事情によって異なる場合がある。

前学期　４月１日から９月３０日まで
後学期　１０月１日から３月３１日まで

第１５条　休業日は，次のとおりとする。ただし，休業日でも特に授業又は試験を行うことがある。
①　日曜日
②　国民の祝日に関する法律に規定する休日
③　本学創立記念日（１０月４日）
④　春季休業　３月１１日から３月３１日まで
⑤　夏季休業　７月１１日から９月１０日まで
⑥　冬季休業　１２月２１日から翌年１月１０日まで

２　休業日の変更及び臨時の休業日については，そのつどこれを定める。

　　第６節　入学・在学・転学・転籍・休学・留学・退学及び除籍

第１６条　入学の時期は，学年の始め又は学期の始めとする。
第２５条　休学とは，病気その他やむを得ない事由により，３か月以上修学できない状態のこと

をいう。
２　復学とは，休学期間満了によって，再び修学することをいう。
３　休学しようとする者は，その事実を証明する書類を添え，保証人連署で願い出て，その許

可を得て原則として入学年度を除き，休学することができる。ただし，入学年度の後学期に
ついては，修学困難な事由の場合は認めることがある。

４　休学期間は，１学期又は１年とし，通算して在学年数の半数を超えることができない。
５　休学者は，その事由が解消された場合，保証人連署で願い出て，許可を得て復学すること

ができる。
第２６条　休学者は，学期の始めでなければ復学することができない。
第２７条　休学期間は，修業年数に算入しない。
第２７条の２　留学とは，本大学が教育上有益と認めたときは，休学することなく，外国の大学

において，許可を得て一定期間修学することをいう。
２　留学の期間は，修業年数に算入する。

第２８条　病気その他やむをえない事由のため，退学しようとする者は，その事実を証明する書
類を添え，保証人連署で退学願を提出して，許可を受けなければならない。

第２９条　正当な理由で退学した者が，当該学部に再入学を志望したときは，選考の上許可する
ことがある。この場合には，既修授業科目の全部又は一部の再履修を命ずることがある。
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第３０条　故なくして３か月以上学費の納付を怠った者は，これを除籍することができる。
第３１条　故なくして欠席が長期にわたる者は，これを除籍することができる。

　　第７節　履修規定

第３２条　各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもっ
て構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要
な学修等を考慮して，次の基準により計算するものとする。また，教育上必要と認められる場
合には，修得すべき単位の一部の修得について，これに相当する授業時間の履修をもって代え
ることができる。

①　講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で学部又は大学院研究科が
定める時間の授業をもって１単位とする。

②　実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲で学部又は大学院研
究科が定める時間の授業をもって１単位とする。ただし，芸術学部における個人指導によ
る実技の授業について１５時間の授業をもって１単位とする。

③　講義，演習，実験，実習又は実技のうち二つ以上の方法の併用により授業を行う場合に
ついては，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して学部又は大学院研究
科が定める時間の授業をもって１単位とする。

２　前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これ
らに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。

第３２条の２　前条に規定する講義，演習，実験，実習又は実技による授業は，文部科学大臣が
別に定めるところによって，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の
場所で履修させることができる。

第３３条　教育職員の免許状を得ようとする者は，別に定める規定によって教職課程を履修しな
ければならない。

第３４条　学業成績は，授業科目ごとに行う試験によって，これを定める。ただし，授業科目に
よっては，その他の方法で査定することができる。
２　試験には平常試験・定期試験・追試験・再試験及び卒業試験等がある。定期試験は学期末

又は学年末に行い，追試験は，やむをえない事故のため定期試験を受けることのできなかっ
た者のために行い，再試験は受験の結果不合格となった者のためにこれを行う。

３　追試験及び再試験は当該学部において必要と認めたときに限り，これを行う。
第３５条　修学についての所定の条件を備えていない者は，受験資格を失うことがある。
第３６条　学業成績の判定は，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤの５種をもってこれを表し，Ｓは９０点以

上，Ａは８０点以上，Ｂは７０点以上，Ｃは６０点以上，Ｄは５９点以下とし，Ｓ，Ａ，Ｂ，
Ｃを合格，Ｄを不合格とする。合格した授業科目については，所定の単位数が与えられる。
２　成績評価を係数化する必要のある場合は，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤをそれぞれ４，３，２，１

及び０に換算する。なお，係数化についての事項は別に定める。
第３７条　各学部を卒業するために必要な最低単位数は，第２章教育課程及び履修方法に定める

ところによる。
２　学生が許可を受けて在籍する学部以外の学部で履修した授業科目の単位については，当該

学生が在籍する学部の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
３　前項に定める授業科目の履修については，別に定める。
４　学生が許可を受けて他の大学又は短期大学で履修した授業科目の単位については，当該学

生が在籍する学部の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
５　前項の規定は，学生が許可を受けて外国の大学又は短期大学に留学する場合，外国の大学

又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大
学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら
れた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目
を我が国において履修する場合について準用する。

６　学生が許可を受けて行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学
大臣が定める学修は，当該学生が在籍する学部の授業科目の履修とみなし，学部の定めると
ころにより単位を与えることができる。
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７　学生が本大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得し
た単位については，当該学生が在籍する学部の授業科目の履修により修得したものとみなす
ことができる。

８　学生が本大学に入学する前に行った第６項に規定する学修は，当該学生が在籍する学部の
授業科目の履修とみなし，学部の定めるところにより単位を与えることができる。

９　第２項，第４項，第５項及び第７項により修得したものとみなす単位並びに第６項及び第
８項により与えることのできる単位は，合わせて６０単位を超えない範囲で，卒業するため
に必要な単位数に算入することができる。

　　第９節　学費及び貸給費

第４０条　授業料その他所定の学費は，別表２の定めるところにより納付するものとする。
第４１条　授業料を分納しようとする者は，事由を述べた書面により，保証人連署で願い出るも

のとする。
第４２条　試験料・論文審査料・その他各種の手数料等については別表３の定めるところにより

納付するものとする。
第４３条　既納の学費は，いかなる理由があっても返還しない。
第４４条　停学を命ぜられた学生は，停学期間中も授業料を納付しなければならない。

２　休学及び留学を許可された学生の休学及び留学期間中の学費の取扱いについては，別に定
める。

第４５条　学業人物ともに優秀な学生であって，学費支弁の方法のない者には，学費を減免し，
又は貸与・給付することがある。
２　減免・貸給費については，別に定める。

　　第１４節　賞　罰

第７５条　人物及び学業成績が優秀な者には，授賞することがある。
２　授賞に関する規定は，別に定める。

第７６条　学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し，又は学生としての本分
に反する行為があった場合にはその情状によって懲戒を行うことがある。

第７７条　懲戒は，退学・停学及び訓告の３種とする。
２　前項の退学は次の各号の一に該当する者について行う。

①　性行不良で改善の見込がないと認められる者
②　学力劣等で成業の見込がないと認められる者
③　正当の理由がなくて出席常でない者
④　大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者

３　懲戒の手続に関する規定は，別に定める。
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第３章　大　学　院

　　第１節　総　　則

第１０４条　本大学に，大学院を置く。
２　大学院は，高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて，文

化の進展に寄与することを目的とする。
第１０５条　本大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とする。

２　修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又はこれに
加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

３　博士課程は，専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度
に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこ
とを目的とする。

４　略
５　略
６　修士課程の標準修業年限は，２年とする。
７　前項の規定にかかわらず，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，

教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業
又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，研究科，専攻又は
学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年とする。

８　前項に該当する研究科，専攻又は学生の履修上の区分は次のとおりとする。
　　法学研究科政治学専攻１年コース
　　国際関係研究科国際関係研究専攻１年コース

９　博士課程の標準修業年限は，５年（医学研究科・歯学研究科・松戸歯学研究科・獣医学研
究科及び薬学研究科は４年）とする。

10　博士課程は，前期２年及び後期３年の課程に区分し，前期２年の課程はこれを修士課程と
して取り扱う。医学研究科・歯学研究科・松戸歯学研究科・獣医学研究科及び薬学研究科の
博士課程については前期及び後期の区分をしない。

11　略
12　第６項，第７項，第９項及び第１１項の規定にかかわらず，学生が職業を有している等の

事情により，標準修業年限を超えて第１０６条第１４項に規定する在学年数の期限内の期間
にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは，その計画
的な履修を認めることができる。

第１０６条　修士課程は，所定の年限在学し，専攻科目について３０単位以上を修得，必要な研
究指導を受け，更に修士論文の審査（芸術学研究科，理工学研究科建築学専攻及び生産工学研
究科建築工学専攻に限り，特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に
代えることができる）及び最終試験に合格した者に修士の学位を授与する。ただし，優れた業
績を上げた者については，１年以上在学すれば足りるものとする。
２　修士の学位に付記する専攻分野の名称は，次のとおりである。ただし，学術の専攻分野の

名称は，学際領域等専門別に区分しがたい分野を専攻した者について授与する。
研 究 科 名 専　攻　名 専攻分野の名称

国 際 関 係 研 究 科 国 際 関 係 研 究 専 攻 国 際 学
３　博士課程は，所定の年限在学し，専攻科目について３０単位以上（修士課程を修了した者

については，その修得単位を含む）を修得，必要な研究指導を受け，博士論文の審査及び最
終試験に合格した者に博士の学位を授与する。ただし，優れた業績を上げた者については，
大学院に３年（修士課程に２年以上在学し当該課程を修了した者にあっては，当該課程にお
ける２年の在学期間を含む。また，第１項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課
程を修了した者及び第１０５条第７項及び第８項の規定による標準修業年限を１年とした修
士課程を修了した者にあっては，修士課程における１年の在学期間を含む）以上在学すれば
足りるものとする。

４　前項の規定にかかわらず，芸術学研究科における修得すべき単位数は４０単位以上（修士
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課程を修了した者については，当該課程で修得した３０単位を含む），新聞学研究科，国際
関係研究科及び総合社会情報研究科における修得すべき単位数は４２単位以上（修士課程を
修了した者については，当該課程で修得した３０単位を含む），生物資源科学研究科におけ
る修得すべき単位数は４７単位以上（修士課程を修了した者については，当該課程で修得し
た３０単位を含む）とする。

５　前２項の規定にかかわらず，第１１６条第３項第２号から第６号までの規定により，博士
課程の後期３年の課程に入学した者又は専門職学位課程を修了し，博士課程の後期３年の課
程に入学した者については，大学院（専門職大学院を除く）に３年（法科大学院の課程を修
了した者にあっては，２年）以上在学し（芸術学研究科においては１０単位以上，新聞学研
究科，国際関係研究科及び総合社会情報研究科においては１２単位以上，生物資源科学研究
科においては１７単位以上を当該課程で専攻科目について修得し），必要な研究指導を受け，
博士論文の審査及び最終試験に合格した者に博士の学位を授与する。ただし，優れた業績を
上げた者については，大学院に１年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職学位課程を
修了した者にあっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれ
ば足りるものとする。

６　博士の学位に付記する専攻分野の名称は，次のとおりである。ただし，学術の専攻分野の
名称は，学際領域等専門別に区分しがたい分野を専攻した者について授与する。

研 究 科 名 専　攻　名 専攻分野の名称
国 際 関 係 研 究 科 国 際 関 係 研 究 専 攻 国 際 関 係

７　博士課程に標準修業年限在学し，所定の単位だけを修得して，課程を修了しない者が，引
き続き学生として在学する場合は，本条第１４項に定める在学年数の範囲内において，当該
大学院分科委員会の許可を受けなければならない。

８　略
９　略
10　略
11　略
12　略
13　略
14　大学院における在学年数は，修士課程４年（第１０５条第７項及び第８項の規定による標

準修業年限を１年とした修士課程にあっては２年），博士後期課程６年をそれぞれ超えるこ
とができない。ただし，医学研究科・歯学研究科・松戸歯学研究科・獣医学研究科及び薬学
研究科の在学年数は８年を超えることができない。また，法務研究科専門職学位課程（法科
大学院）は６年を，知的財産研究科専門職学位課程は４年を超えることができない。

第１０７条　本章に規定しない事項については，第１章総則による。

　　第２節　教員及び運営機構

略

　　第３節　入学及び入学資格

第１１６条　修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当す
る資格を有し，本大学院の選抜試験に合格した者とする。

①　大学を卒業した者
②　学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者
③　外国において学校教育における１６年の課程を修了した者
④　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における１６年の課程を修了した者
⑤　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年

の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
いて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修
了した者
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⑥　外国の大学等において，修業年限が３年以上である課程を修了することにより，学士の
学位に相当する学位を授与された者

⑦　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他文部科学大臣が定める基準
を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降
に修了した者

⑧　文部科学大臣の指定した者
⑨　学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院にお

いて，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑩　本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で，２２歳に達したもの
２　前項の規定にかかわらず，大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者（これに準ず

る者として文部科学大臣が定める者を含む）であって，本大学の定める単位を優秀な成績で
修得したと認めるものであり，かつ，本大学院の選抜試験に合格した者を入学させることが
できる。

３　博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する資格を有し，本大学
院の選抜試験に合格した者とする。
①　修士の学位若しくは専門職学位を有する者
②　外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
③　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者
④　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修
了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

⑤　国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者
⑥　外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，修

士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代える審査に相当するものに合格し，
修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

⑦　文部科学大臣の指定した者
⑧　本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの
４　略
５　略
６　略
７　略
８　略
９　略
10　本大学院においては，編入学・転入学・転科及び転籍することはできない。

　　第４節　教育課程及び履修方法

第１１７条　本大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導によって行
うものとする。
２　総合社会情報研究科における授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導は，通信

教育により行う。
３　各研究科における授業科目・単位数及び研究指導並びに履修方法は次条以下による。
４　学生が許可を受け，他の研究科又は他大学大学院において履修した授業科目について修得

した単位については，当該学生が在籍する研究科の授業科目の履修により修得したものとみ
なすことができる。

５　学生が本大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位に
ついては，当該学生が在籍する研究科の授業科目の履修により修得したものとみなすことが
できる。

６　前２項により修得したものとみなす単位は，１０単位を超えない範囲（知的財産研究科専
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門職学位課程については，修了要件として定める単位数の２分の１を超えない範囲。法務研
究科専門職学位課程（法科大学院）については，３０単位（専門職大学院設置基準第２１条
第１項ただし書きの規定により３０単位を超えて算入できる単位を除く）を超えない範囲）で，
修了するために必要な単位数に算入することができる。

７　各研究科において，教育研究上有益と認めるときは，あらかじめ協議の上，学生が他の研
究科，他大学大学院の研究科又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めるこ
とができる。ただし，修士課程の学生について認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，
１年を超えないものとする。

８　第４項から第７項までの規定は，学生が各研究科の許可を受けて外国の大学に留学する場
合にこれを準用する。

第１１７条の２　教育上特別の必要がある場合は，夜間その他特定の時間又は時期において授業
又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行う。
２　前項に該当する研究科，専攻は次のとおりとする。
　　修士課程・博士前期課程

研 究 科 専 攻
国 際 関 係 研 究 科 国 際 関 係 研 究 専 攻
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日　本　大　学　学　位　規　程
昭和３４年　３月３１日制定
昭和５１年　６月１１日改正
昭和５１年　７月　１日施行
昭和５３年　６月　９日改正
昭和５８年１１月　４日改正
昭和５８年　４月　１日施行
平成１５年　３月　７日改正
平成１５年　４月　１日施行
平成１６年　４月　２日改正
平成１６年　４月　１日施行
平成１７年　４月　１日改正
平成２３年　５月　６日改正
平成２３年　４月　１日施行

平成２４年３月２日改正
平成２４年４月１日施行
平成２５年３月８日改正
平成２５年４月１日施行
平成２５年６月７日改正
平成２５年４月１日施行
平成２７年３月６日改正
平成２７年４月１日施行
平成２８年５月６日改正
平成２８年４月１日施行
平成３０年７月６日改正
平成３０年６月１日施行

（趣　旨）
第１条　この規程は，日本大学学則に定めるもののほか，日本大学（以下「本大学」という）が

授与する学位についての必要事項を定める。
（学位の種別）
第２条　本大学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。

２　学士の学位に付記する専攻分野の名称は，次のとおりとする。
法 学
教 育 学
理 学
国 際 関 係
生 物 資 源 学

文 学
体 育 学
経 済 学
工 学
獣 医 学

社 会 学
心 理 学
商 学
医 学
薬 学

社 会 福 祉 学
地 理 学
芸 術
歯 学

３　修士の学位に付記する専攻分野の名称は，次のとおりとする。ただし，学術の専攻分野の
名称は，学際領域等専門別に区分し難い分野を専攻した者について授与する。

法 学
社 会 学
経 済 学
工 学
人 間 科 学

政 治 学
教 育 学
商 学
生物資源科学
学 術

新 聞 学
心 理 学
芸 術 学
国 際 情 報

文 学
理 学
国 際 学
文 化 情 報

４　博士の学位に付記する専攻分野の名称は，次のとおりとする。ただし，学術の専攻分野の
名称は，学際領域等専門別に区分し難い分野を専攻した者について授与する。

法 学
社 会 学
経 済 学
工 学
獣 医 学

政 治 学
教 育 学
商 学
医 学
薬 学

新 聞 学
心 理 学
芸 術 学
歯 学
総合社会文化

文 学
理 学
国 際 関 係
生物資源科学
学 術

５　専門職学位の学位は次のとおりとする。
法務博士（専門職）

（学位授与の要件）
第３条　本大学の学部を卒業した者には，本大学学則の定めるところにより，学士の学位を授与

する。
２　本大学大学院の修士課程を修了した者には，本大学学則の定めるところにより，修士の学

位を授与する。
３　本大学大学院の博士課程を修了した者には，本大学学則の定めるところにより，博士の学

位を授与する。
４　本大学大学院の専門職学位課程を修了した者には，本大学学則の定めるところにより，専

門職学位の学位を授与する。
５　博士の学位は，本大学大学院の博士課程を修了しない者であっても論文を提出してその審

査及び試験に合格し，かつ，専攻学術に関し，本大学大学院の博士課程の教育課程を修了し
て学位を授与される者と同等以上の学識を有することを，試問により確認された場合には，
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授与することができる。
（論文の提出）
第４条　本大学大学院の博士課程を修了しない者が，博士の学位の授与を申請するときは，学位

授与申請書，論文の要旨及び論文審査手数料２０万円を添え，学位に付記する専攻分野の名称
を指定して論文を学長に提出しなければならない。
２　本大学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し，所定の授業科目及び単位を履修し

たのみで退学した者が，再入学しないで博士の学位の授与を申請するときも，前項の規定に
よる。ただし，退学後１年以内に論文を提出するときは，論文審査手数料を納付することを
要しない。

３　前２項の規定により提出した論文及び一旦納付した論文審査手数料は，還付しない。
（論文）
第５条　前条第１項又は第２項により提出する論文は，１編に限る。ただし，参考として他の論

文を添付することができる。
２　審査のため必要があるときは，論文の訳文，模型又は標本等の材料を，提出させることが

できる。
（分科委員会の指定）
第６条　第４条第１項又は第２項の規定により論文の提出があったときは，学長は，大学院委員

会の議を経て，その論文を審査すべき分科委員会を指定し，その審査を付託する。
（審査委員会）
第７条　前条の規定により論文審査を付託された分科委員会は，その研究科の教員２名以上から

成る審査委員会を設ける。
２　分科委員会は，審査のため必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，他の研

究科の教員その他前項以外の教員を審査委員会の委員のうちに加えることができる。
（審査並びに試験及び試問）
第８条　審査委員会は，論文審査並びに試験及び試問を行う。

２　試験は，論文を中心として，これに関連のある科目について行う。
３　試問は，口答試問及び筆答試問により，専攻学術に関し，本大学大学院において博士課程

を修了して学位を授与される者と同等以上の学識を有することを，確認するために行い，外
国語については２種類を課する。ただし，外国語については，分科委員会が特別の事由があ
ると認めるときは，１種類のみを課することができる。

（試問の免除）
第９条　第４条第２項の規定により学位の授与を申請する者が，退学の後，博士後期課程に入学

した時から起算して６年（ただし，医学，歯学，獣医学及び薬学にあっては博士課程に入学し
た時から起算して８年）以内に論文を提出したときは，試問を免除することができる。

（審査期間）
第１０条　審査委員会は，第４条第１項又は第２項の規定により論文が提出された日から１年以

内に，論文審査並びに試験及び試問を終了しなければならない。ただし，特別の事由があると
きは，分科委員会の審議を経て，その期間を１年以内に限り延長することができる。

（審査委員会の報告）
第１１条　審査委員会は，論文審査並びに試験及び試問を終了したときは，直ちに論文の内容の

要旨，論文審査の結果の要旨，試験の結果の要旨及び試問の成績に，学位を授与できるか否か
の意見を添え，分科委員会に文書で報告しなければならない。
２　審査委員会は，論文審査の結果，その内容が著しく不良であると認めるときは，試験及び

試問を行わないことができる。この場合には，審査委員会は，前項の規定にかかわらず，試
験の結果の要旨及び試問の成績を添付することを要しない。

（分科委員会の審議）
第１２条　分科委員会は，前条第１項の報告に基づいて，学位を授与すべきか否かを審議する。

２　前項の審議には，委員全員の３分の２以上の出席を必要とする。ただし，公務又は出張の
ため出席することができない委員は，委員の数に算入しない。

３　学位を授与できるものと意見を集約するには，出席委員の３分の２以上の賛成がなければ
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ならない。
（研究科長の内申）
第１３条　分科委員会が前条の意見を集約したときは，その分科委員会の長である研究科長は，

論文とともに，論文の内容の要旨，論文審査の結果の要旨，試験の結果の要旨及び試問の成績
を添付し，学長に学位授与の可否について内申しなければならない。ただし，試験及び試問を
経ないで，学位を授与できないものと意見を集約したときは，試験の結果の要旨及び試問の成
績を添付することを要しない。

（学位の授与）
第１４条　学長は，前条の報告に基づいて，学位授与の可否を決定し，学位を授与すべき者には，

所定の学位記を授与し，学位を授与できない者には，その旨を通知する。
（学位論文の要旨等の公表）
第１５条　本大学は，博士の学位を授与したときは，学位を授与した日から３か月以内にその学

位論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
（学位論文の公表）
第１６条　博士の学位を授与された者は，学位を授与された日から１年以内に，その学位論文の

全文を公表しなければならない。ただし，既に公表したときは，この限りでない。
２　前項の規定により学位論文を公表する場合には，日本大学審査学位論文である旨を明記し

なければならない。
３　第１項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合

には，大学院委員会の承認を得て当該論文の全文に代えて，その内容を要約したものを公表
することができる。この場合において，本大学は，求めに応じて当該論文の全文を閲覧に供
する。

４　博士の学位を授与された者が行う第１項及び前項の規定による公表は，本大学が定める所
定の手続に基づき，インターネットの利用により行うものとする。

（学位授与の取消し）
第１７条　学位を授与された者が，その栄誉を汚す行為をしたとき又は不正の方法により学位の

授与を受けた事実が判明したときは，学長は，分科委員会の審議を経て，学位の授与を取り消
し，学位記を還付させ，かつ，その旨を公表する。
２　分科委員会において前項の意見を集約するには，委員全員の３分の２以上の出席を必要と

し，かつ，出席委員の４分の３以上の賛成がなければならない。第１２条第２項ただし書の
規定は，この場合に準用する。

（文部科学大臣への報告）
第１８条　本大学において博士の学位を授与したときは，本大学は，学位を授与した日から３か

月以内に，学位授与報告書を文部科学大臣に提出する。
（学位記及び書類の様式）
第１９条　学位記及び学位申請関係書類は，（様式第１号）から（様式第９号）までによるもの

とする。

　　　　　　附　　則
１　この規程は，平成３０年６月１日から施行する。
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日本大学大学院国際関係研究科学位（博士）論文審査に関する申合せ
� 平成２６年１月１５日　分科委員会制定　�
� 平成２７年４月　１日　施　　　　　行　�

（目　的）
第１条　この申合せは，日本大学学位規程（以下「学位規程」という）に基づき，日本大学大学

院国際関係研究科（以下「国際関係研究科」という）博士の学位の申請において提出する論文
（以下「論文」という）の審査について必要な事項を定める。
（学位授与要件）
第２条　博士の学位の授与は，論文の審査及び試験に合格することを要件とする。その実施に際

しては，学位規程並びに別に定める国際関係研究科学位審査実施要項（以下「学位審査実施要
項」という）による。

（学位申請要件）
第３条　博士の学位の申請においては，学位規程第３条第３項又は第５項の要件を充足し，第４

条に定める論文の提出をするほか，学位審査実施要項の定める要件を充足することを要する。
（学位申請手続）
第４条　学位申請手続は，別に定める学位審査実施要項による。
（学位論文審査委員会）
第５条　学位論文審査委員会（以下「審査委員会」という）は，学位規程第７条によるほか，次

の各号による。
①　審査委員会の構成は，国際関係研究科分科委員会（以下「分科委員会」という）の審議を

経て，研究科長が決定する。
②　審査委員会の主査は，分科委員会委員とする。
③　審査委員会の構成員は，国際関係研究科の教員２名以上（主査１名，副査１名以上）とし，

２名以上の分科委員会委員を含むものとする。ただし，当該申請者の専門領域に係わる事情
で止むを得ないと分科委員会の意見を集約し研究科長が判断した場合には，審査委員会の構
成員の２分の１を超えない範囲で研究指導補助教員を副査として充てることができる。研究
指導補助教員は，国際関係研究科の授業担当者とする。

④　論文審査の客観性を担保するため，副査には，国際関係研究科の非常勤講師，他の研究科
の教員，あるいは他の大学院の教員又は研究機関の研究員等より，必ず１名を含めるものと
する。

⑤　止むを得ない事由がある場合，分科委員会は意見を集約し研究科長が判断した場合には，
審査委員会の構成委員の変更を認めることができる。

（学位申請者に対する学力確認）
第６条　学位申請者に対する学力確認（以下「試問」という）は，前条の審査委員会委員が兼ね

て行うものとする。ただし，課程修了による学位申請の場合，審査委員会は，必要に応じ，当
該申請者のサポート教員を試問に加えることができる。なお，試問担当の代表者は，主査でな
ければならない。

（ ）
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（学位授与の審議）
第７条　学位論文の審査，学位授与の審議は，学位規程第１１条及び第１２条並びに別に定める

学位審査実施要項によるほか，次の各号に従う。
①　審査委員会は，論文審査及び学位申請者の試問の結果を国際関係研究科専門委員会（以下
「専門委員会」という）に報告する。

②　専門委員会が必要と判断した場合は，審査委員会に対し，再審査を要求することができる。
③　専門委員会の報告に基づく分科委員会における審議（学位規程第１２条）の意見の集約は，

無記名投票による。ただし，国際関係研究科の博士課程を修了した者（学位規程第３条第３
項）の学位授与の審議における意見の集約においては，投票を省略することができる。

④　専門委員会は，別に定める学位審査実施要項による。
（学位論文審査期間等）
第８条　学位論文審査期間，審査結果の処置等は，学位規程第１０条以降並びに学位審査実施要

項による。

　　　　　　附　　則
１　この申合せは，平成２７年４月１日から施行する。
２　平成１０年３月５日制定の「課程による学位論文審査に関する取扱要項」並びに平成１１

年４月１日制定の「論文による学位論文審査に関する取扱基準」は，平成２７年３月３１日
をもって廃止する。ただし，平成２６年４月１日以前の日本大学国際関係研究科博士後期課
程入学者については，なお従前の例による。





各 種 提 出 書 類





平成３１年度　博士前期課程発表会　テーマ票
（「研究指導Ⅱ」受講者）

博士前期課程　　　　　 年
（標準コース・１年コース）

ふりがな

氏　 名学生番号

発表テーマ

発表時の使用希望機器類

１　ノートＰＣ
（使用ソフト：� ）
２　パワーポイント
３　ＤＶＤ
４　ビデオ
５　その他（　　　　　　　　）

リハーサル

実施日：１０月１８日（金）
希望時間：

研究指導教員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

研究指導教員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

提出期間：　 ２０１９年７月１６日（火）～１８日（木）

提 出 先：　 教 務 課　（ 15 号 館 １ 階 ）　 　　　　





平成３１年度　大学院生研究発表会　テーマ票

博士
　 前 　

期課程　　 年　　　 後 　
ふりがな

氏　 名学生番号

発表テーマ

発表時の使用希望機器類

１　ノートＰＣ
（使用ソフト：� ）
２　パワーポイント
３　ＤＶＤ
４　ビデオ
５　その他（　　　　　　　　）

リハーサル

実施日：１０月１８日（金）
希望時間：

研究指導教員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

研究指導教員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

提出期限：　 ２０１９年７月１６日（火）～１８日（木）

提 出 先：　 教 務 課　（ 15 号 館 １ 階 ）　 　　　　





　『大学院論集』第２９号　論文投稿申込書

　　　 前 　
博士 　　　 期課程� 年　
　　　 後 　

ふりがな

氏　�名
学生番号

論文の学問分野

論文題名

研究指導教員名　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　㊞

研究指導教員名　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　㊞

完成原稿予定枚数資料を（含み・含まず）　　　　　　 枚

　　　注１ 　この申込書の提出期間は，２０１９年４月２３日（火）～２５日（木）です。
　　　　　 　大学院論集編集委員会（教務課：本館１階）宛に提出してください。
　　　注２ 　投稿論文原稿の提出期間は，２０１９年６月１８日（火）～２０日（木）です。

【連絡先】
　　　住　　所　〒　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　電話番号（FAX番号）（　　　 ） 　　　－ 　　　　　　（（　　　 ）　　　 －　　　　）

　　　E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　備　　考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

� 大学院国際関係研究科





　『大学院論集』第２９号　投稿論文提出書

　　　 前 　
博士 　　　 期課程� 年　
　　　 後 　

氏　 名

学生番号 ローマ字

論文題名

� 論文投稿申込書提出以降，論文題名の変更（ 有 ・ 無 ）

上記論文題名の英訳（上記論文題名が外国語の場合は日本語訳）

投稿原稿用紙

　　　　　　　　　　　　枚

パソコン使用機種�

写真

　　　　 �枚

図表

　　　　 �枚

使用ソフト名�

研究指導教員名

　　　　　　　　　　　　　　　　 　㊞

研究指導教員名

　　　　　　　　　　　　　　　　 　㊞

投稿論文に関する連絡先
　TEL（FAX）:（　　　）　　　－　　　　　　　E-mail :

備　考

　　　注１ 　�この提出書は，論文に添付し大学院論集編集委員会（教務課：15号館１階）宛に
提出してください。

　　　注２ 　 オリジナル原稿（アブストラクトを含む）Ａ４判に，コピー２部を添付した３部
を提出してください。パソコンで作成した場合は，データ（ＵＳＢメモリ等）を
添付してください。

　　　注３ 　投稿論文原稿の提出期間は，２０１９年６月１８日（火）～２０日（木）です。

� 大学院国際関係研究科





平成３１年度　学位（修士）論文提出届
� 　　年　　月　　日
　　日本大学大学院
　　　　国際関係研究科長　殿
� 国際関係研究専攻 　　　　　　　　
� 博士前期課程　　　　　　年
� （標準コース・１年コース）　

�  学生番号　　　　　　　　　　　　

�  氏　　名　　　　　　　　　　　㊞

　　　　私は，下記学位（修士）論文を提出し，最終試験を受験して，２０２０年３月２５日を
　　　もって国際関係研究科を修了したいので，お届けいたします。

記

論文題目

研究指導教員名

研究指導補助教員名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　㊞

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　㊞

最�終�試�験
受験外国語

（標準コースのみ）

該当する外国語１科目に○をつけること
　英語・ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語
　インドネシア語・韓国語・ロシア語・日本語（留学生のみ）

入学年度 国際関係研究科　国際関係研究専攻（平成　 年　４月入学）

ふりがな

氏　�名

本　 籍
（国 籍）

　　　　　都道府県
（　　　　 　　　） 生年月日 　 �年　 �月　 �日生

現 住 所

連 絡 先

〠　　　　 －

☎（　　　）　　　－
E-mail：

修了通知
郵送場所

〠　　　　 －

☎（　　　）　　　－
E-mail：

《添付書類》　住民票記載事項証明書１通
※学籍簿・学位記（氏名・生年月日）確認のため必要になります。





平成３１年度　学位（博士）論文提出届
� 　　年　　月　　日
　　日本大学大学院
　　　　国際関係研究科長　殿
� 国際関係研究専攻 　　　　　　　　
� 博士後期課程　　　　　　年
�

�  学生番号　　　　　　　　　　　　

�  氏　　名　　　　　　　　　　　㊞

　　　　私は，下記学位（博士）論文を提出し，最終試験を受験して，２０２０年３月２５日を
　　　もって国際関係研究科を修了したいので，お届けいたします。

記

論文題目

研究指導教員名

研究指導補助教員名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　㊞

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　㊞

最�終�試�験
受験外国語

（標準コースのみ）

該当する外国語１科目に○をつけること
　英語・ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語
　インドネシア語・韓国語・ロシア語・日本語（留学生のみ）

入学年度 国際関係研究科　国際関係研究専攻（平成　 年　４月入学）

ふりがな

氏　�名

本　 籍
（国 籍）

　　　　　都道府県
（　　　　 　　　） 生年月日 　 �年　 �月　 �日生

現 住 所

連 絡 先

〠　　　　 －

☎（　　　）　　　－
E-mail：

修了通知
郵送場所

〠　　　　 －

☎（　　　）　　　－
E-mail：

《添付書類》　住民票記載事項証明書１通
※学籍簿・学位記（氏名・生年月日）確認のため必要になります。





平成３１年度　学位（修士）論文
製 本 申 込 書

� （教務課）
申込方法
①　黒か青のボールペンまたはペンで記入してください。
②　申込書とキリトリ線以下の受領書に氏名等を記入してください。
③　教務課（15号館１階）の証紙販売機（青いランプ）で証紙を購入し，以下証紙貼付欄に貼付してください。
④　証紙を貼付した申込書・受領書を教務課（本館１階）に提出してください。
⑤　本学図書館保管用に１部，それ以外に製本を希望する部数分を申し込んでください。

� 　　年　　月　　日

国際関係研究専攻　博士前期課程　　　　　　年　（標準コース・１年コース）

学�生�番�号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製本冊数　　　　　　　　冊

氏
ふ　り　が　な

名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※製本代は１部　４，４００円）
金　　　額　　　　　　　　　　　　　　　円

【提出期日】　２０２０年２月１３日（木）～１４日（金）
　　　　　　　９：００～１７：００（時間厳守）

 ※ 証紙貼付欄

論文製本代
４，４００円

� 日本大学大学院国際関係研究科　教　務　課
�

　　　　　　　　　　　　　　　　�　　キ　リ　ト　リ　　　　　　　　�　　　　　　　　　　

博士前期課程　　　　　年（標準コース・１年コース）

学�生�番�号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受�領�金�額　　　　　　　　円

但し，平成３１年度学位（修士）論文製本代とし
　　　て受領しました。　　　　　　　　　　　　

日本大学大学院国際関係研究科　教　務　課

（本　人　控）

※ 教務課　受付印欄





　　平成３１年４月１日発行
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